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1 1 ─  

1 ה  

 本市は、埼玉県の南東部、東経 139度 31分 11秒、北緯 35度 52分 47秒、海抜の最高

は 49m（亀久保八丁付近）、最低 6m（元埼玉県立福岡高校周辺）、都心から 30km 圏内、さ

いたま新都心から約 10kmに位置し、東西が約 7. 5km、南北が約 6㎞、面積は約 14. 64㎢あ

り、北と西は川越市、南は三芳町、東は富士見市に隣接しています。 

 地形は武蔵野台地の北部のほぼ平坦な地に位置し、荒川に向かって西から東へ緩やかに

傾斜しているのが特徴です。 

 地質は関東ローム層で、北部市境に沿って南北に新河岸川が流れており、周辺地域では

水田が広がっているほか、沿岸には斜面林などの自然環境が残されています。市の西部地

域では、武蔵野の面影を残す畑や雑木林など、緑豊かな環境が保全されています。 

 気候は、太平洋側気候で、夏季は高温になり、降雨量も比較的多く、冬季は強い北西の

季節風が吹き、晴天の日が多いのが特徴です。 

 交通は東部には富士見川越バイパス（国道 254 号バイパス）が、西部には関越自動車道

が、ほぼ中央には川越街道（国道 254 号）が、それぞれ市を南北に貫いています。また、

これらの道路と並行する形で東武東上線が走っており、市内には上福岡駅が立地している

とともに、隣駅には多くの市民も利用する急行停車駅のふじみ野駅があります。 
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                   資料：入間東部地区事務組合 消防本部 指揮統制課
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1 ⌐ ∆╢  

▪ ┤∂╖  

    本市の環境行政を推進するため、平成 18年 7月「ふじみ野市における環境施策の

あり方について」を環境審議会に諮問し、環境行政の理念、方向性について答申を

受け、平成 19年 3月にふじみ野市環境基本条例を制定しました。 

    本条例では、快適で良好な環境の確保について、基本理念を定め、市、市民及び

事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、快適で良好な環境の確保に関する

施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将

来の市民が健康で安全、安心かつ文化的な生活を営むために、快適で良好な環境の

確保に寄与することを目的としています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ ┤∂╖ ─ ┘ ⌐ ∆╢  

廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理すること

によって、資源が循環して利用されるまちづくりを目指し、併せて廃棄物の散乱防止

等による環境の美化を推進することにより、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向

上に努め、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的として、平成 20年

12月 19日に｢ふじみ野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を全部改正し、「ふじ

み野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を制定しています。（平成 21年 4月 1

日施行） 
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 2 ⌐ ∆╢  

▪ ┤∂╖  

  ᵑ ─  

   ふじみ野市環境基本条例第 9条の規定に基づき、現在及び将来の市民が健康で安全、

安心かつ文化的な生活を営むため、条例の目的である「快適で良好な環境の確保」に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、また、計画の実効性を確保するため、

基本計画と行動計画が一体となった環境基本計行動計画を平成 19 年度に策定しまし

た。その後、5年ごとに見直しを行っており、現在は、平成 28年度～29年度の 2か年

をかけて策定した第 2期環境基本計画前期行動計画に基づき施策を進めております。 

 

ᵒ ─ ≠↑ 

  ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030を環境の面から実現するための基本的な方

向性を定め、他の計画や施策と整合・調整・連携を図りながら「快適で良好な環境の確

保」に関する各種施策を、総合的かつ計画的に推進する計画となっています。 
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ᵓ ─ ≤∆╢ ─  

  ・市、市民及び事業者との連携と協働に関すること 

  ・環境教育・環境学習による人づくりに関すること 

  ・安心・安全、快適な都市環境に関すること 

  ・地球環境保全に関すること 

  ・循環型社会に関すること 

  ・自然環境に関すること 

 

 

ᵔ  

   平成 30年度を初年度として、令和 9年度までの 10年間を「第 2期環境基本計画」

の計画期間と定め、「行動計画」は、計画の進展、社会経済情勢の変化、科学技術の進

展などにより環境問題の課題が変化することが考えられることから、5 年間を 1 つの

期間として「前期」、「後期」に区分し、平成 30年度から令和 4年度までを「前期行動

計画」としています。 

 

1 2 2 ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

ᵕ ─ ⌐ ≠ↄ  

 環境基本計画は、環境基本条例の理念に基づき施策の方向性を示しています。 

  1 環境基本条例の基本理念 

・快適で良好な環境の将来世代への継承 

・市、市民及び事業者の協働により人と自然が共生し、環境への負荷の少ない循

環型社会を目指すまちづくりの推進 

・地球環境保全への自主的、積極的な取り組みの推進 

  2 基本計画の施策の方向性 

・すべての施策の策定等にあたっての環境優先の理念 （第 8条） 

・市、市民及び事業者の参画及び協働の推進     （第 20条） 

・環境教育の理念に基づく推進           （第 21条） 

・施策の総合調整のための評価体制の整備      （第 19条） 
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ᵖ ─ ╕⇔™  

 

 

 

ᵗ 2 ─  

   第 2期環境基本計画前期行動計画における望ましい環境像の実現にむけ、市、市民

及び事業者の各主体が共通認識のもと取り組むべき内容としており、「現状と課題」「施

策の展開」「行動指標」などを掲げています。 

ủ  

─ 1 ┘≤ ─  

─ 2 ⌐╛↕⇔™╕∟≠ↄ╡─  

─ 3 ─ ⌂™ ─  

─ 4 ≤ ⇔√ ≠ↄ╡─  

 

ᵘ ─  

行動計画に示された各施策は、第 2 期環境基本計画前期行動計画のめざす目標の達

成に向け、全体の進捗状況を点検しながら展開します。その進行管理は、「計画の策定

（Plan）、施策・事業の実施（Do）、点検・評価・公表（Check）、改善（Action）、」のサ

イクルによる継続的な見直しの仕組みを構築します。 
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▬ ┤∂╖  

    「第 6章 地球温暖化対策の取り組み」 

ᵑ ─  

  地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「地球温暖化対策推進法」という。）の

第 4条に基づき、ふじみ野市の事務、事業等における温室効果ガス（二酸化炭素等）

の排出実態と排出抑制に関する目標を策定し、環境への負荷の軽減をもって、長期

的・継続的な排出削減へと導くことを目的とし、また、地域における模範となる率先

行動となるよう計画を策定しました。 

ᵒ ─ ≠↑ 

  「地球温暖化対策推進法」第 21条第 1項において、地方公共団体に策定が義務付

けられている「温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全強化のための

措置に関する計画（地方公共団体実行計画）」であり、「第 2期ふじみ野市環境基本計

画 前期行動計画」と一体となっています。その中の第 6章が地球温暖化防止に関す

る事項を定めた「地球温暖化対策（ふじみ野市地球温暖化対策実行計画）」となって

おり、ふじみ野市が行う事務、事業全般を対象とした「事務事業編」と、市域におけ

る温室効果ガス排出抑制等に関する「区域施策編」の構成となっています。（図 1- 2-

4） 
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ᵓ ─   

本計画の事務事業編の基準年度を平成 25（2013）年度を基準年とし、平成 30（2018）

年度から令和 4（2022）年度までの 5年間を計画期間とします。 

また、区域施策編については、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策

編）策定・実施マニュアル（平成 29年 3月、環境省）」により、基準年度を平成 25

（2013）年度、中期目標を令和 12（2030）年度、最終目標を令和 32（2050）年度と

して設定し、実行計画を長期的な視野により策定します。 

第一段階として令和 4（2022）年度までの短期目標・施策を策定し、目標達成状況

などを評価します。 

 

ᵔ ─   

地球温暖化対策推進法では下記の 7 物質が対象となっていますが、本計画におい

て対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素とします。（表 1-

2- 1） 

なお、本計画では、温室効果ガスの排出量は各ガスの排出量に、地球温暖化対策推

進法施行令第 4 条に定められた地球温暖化係数を乗じ、二酸化炭素に換算した数値

で表しています。（環境省：「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」に基づく） 

1 2 1  

温室効果ガス 
地球温暖 

化係数※ 
主な発生源 

事 務 

事業編 

区 域 

施策編 

二酸化炭素（CO2） 1 
石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料の燃焼、電気の

使用（火力発電所によるもの） など 
○ ○ 

メタン（CH4） 25 稲作・家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立て など ○ ○ 

一酸化二窒素（N2O） 298 化石燃料の燃焼、工業プロセス など ○ ○ 

ハイドロフルオロ

カーボン類（HFC） 

12～

14, 800 

代替フロン等の製造時における漏えい、冷蔵庫・エア

コンなどの冷媒からの大気放出 など 
× × 

パーフルオロ 

カーボン類（PFC） 

7, 390～ 

17, 340 
半導体製造時等における漏えい など × × 

六 フ ッ 化 硫 黄

（SF₆） 
22, 800 半導体製造や電気の絶縁体 など × × 

三 フ ッ 化 窒 素

（NF3 ） 
17, 200 半導体の製造プロセス など × × 

※各温室効果ガスが地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素の当該効果に対する比で表したもの 
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ᵕ ─  

事務事業編の範囲は、ふじみ野市が行う事務、事業全般とし、対象施設は、庁舎、

公民館、コミュニティセンター、福祉施設、市立小中学校、水道施設、環境センター

などの公共施設を対象とします。（指定管理の施設を含む。） 

 

25  

基準年度である平成 25年度の温室効果ガス総排出量は 40, 677. 5ｔ- CO2です。温室

効果ガス別に見ると、二酸化炭素が 96. 62％となっており、排出量の大部分を占めて

います。（二酸化炭素は主に燃料使用と電気使用、廃プラスチック焼却から発生しま

す。） 

メタン・一酸化二窒素は、主に自動車の運行と一般廃棄物焼却、浄化槽の使用によ

り発生します。ハイドロフルオロカーボンは、カーエアコンに代替フロンとして使用

している場合に発生するものです。 

   

1 2 2  

 

B 25  

 C A B  

 

⑦目標値 

令和 4年度の温室効果ガスの排出量を基準年度（平成 25年度）に比べ 21％削減す

ることを目標としています。   

 

 

 

 

 

CO2

2)

39456.32 1 39,456.32 97.00

0.57 25 14.25 0.04

4.05 298 1,206.90 2.97

- - 40,677.47 100.00
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1 2 3  

 

 

2 2 2

L 50,742.5 117.7 10,655.9 24.7 28,347.0 65.8             100.0%

L 93,808.0 233.6 19,699.7 49.1 11,420.0 28.4 100.0%

L 12,775.0 33.0 2,682.8 6.9 3,714.6 9.6 100.0%

L 128,500.0 348.2 26,985.0 73.1 0.0 0.0 100.0%

16,306.0 48.9 3,424.3 10.3 8,623.7 25.9 100.0%

495,394.0 1,104.7 104,032.7 232.0 779,906.0 1,739.2 0.0%

kwh 17,062,114.0 9,469.5 3,583,043.9 1,988.6 14,012,508.9 7,776.9 85.1%

47,689.0 0.4 10,014.7 0.1 339,039.0 3.0 0.0%

17,314.0 0.0 2,134.2 0.0 18,033.0 0.0 0.0%

40,587.2 686.7 8,523.3 144.2 32,851.7 555.9 90.8%

10,163.0 28,615.6 2,134.2 6,009.3 9,064.4 25,522.3 51.5%

892.0 19.3 187.3 4.0 625.3 13.5 100.0%

40,677.5 8,542.3 35,740.5 57.8%

30  
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► ┤∂╖ 3  

ᵑ ─  

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）」第 6条第 1項に

規定されている「当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画」に当たるもの

で、一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本となる計画になっていま

す。 

 

ᵒ ─ ≠↑ 

  本計画は、ごみの発生・排出抑制から資源化、収集・運搬、中間処理、最終処分に至

るごみ処理に関するすべてを包括するものです。また、ごみ処理計画の主要な柱とな

る中・長期計画であり、ごみ処理広域化基本計画や循環型社会形成推進地域計画等を

策定するための上位計画として位置づけられます。 

 

1 2 5 ─ ≠↑ 
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ᵓ ─  

 

1 2 6 ─  
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ᵔ  

本計画の計画対象地域は、本市の行政区域全体とします。ただし、施策の推進に当た

っては、関係法令や適正なごみ処理の観点等から広域的な対応も視野に入れ、現在、広

域処理を行っている三芳町や他市町村、関係機関等との連携・協力を図ることとしま

す。 

 

ᵕ ─  

 本計画では、平成 30年度を初年度とし、4年後の令和 3年度を中間目標年度、9年後

の令和 8年度を計画目標年度とします。なお、社会情勢の変化や関係法令改正等の動向

に対し、適切かつ柔軟に対応するため、中間目標年度を目途に必要な見直しを行います。 

 

1 2 7 ─  
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ᵖ ─  

 

ᵗ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה . ה ⌐╟╢⁸ ╩ ≤⇔√ ╩  

   市民・事業者・市が協働して排出抑制を中心とした３Ｒに取り組むことで、日本一ごみの

少ない市を目指します。排出抑制に向けて、食品ロスを減らし、食品リサイクルを推進しま

す。 

. ≤ ─  

   環境教育と環境学習の機会を増やすことで、市民や事業者の持つ、資源や自然を大切にす

るò心òを育てます。 

. ╙─╩ ⌐∆╢√╘─ ╖≠ↄ╡ 

   ものを大切にするための仕組みとして、ごみを出さないライフスタイルの提案や、粗大ご

みの一部品目の有料化を行います。 

. ⌐ ⇔√ ╩≈ↄ╢√╘─ ≠ↄ╡≤  

   地球温暖化や環境の汚染等により、自然環境が危機にさらされています。その解決に向け

て、資源とエネルギーが循環する社会をつくるために、身近な意識づくりと行動を目指しま

す。 
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3 ה  

▪  

ᵑ  

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

(10) (

)  

 

ᵒ  

(1)   一般廃棄物処理の企画及び立案に関すること。 

(2)   一般廃棄物の減量、分別、リサイクル及び収集運搬に関すること。 

(3)   一般廃棄物の処理業の許可及び指導に関すること。 

(4)   廃棄物の不法投棄に関すること。 

(5)   3Ｒの啓発及び推進に関すること。 

(6)   環境学習の推進に関すること。 

 

 

(1)   施設の管理に関すること。 

(2)   廃棄物の搬入、処理及び処分の決定に関すること。 

(3)   廃棄物処分手数料の収入事務に関すること。 

(4)   エコパの管理及び運営に関すること。 

(5)   循環型社会形成推進交付金に関すること。 
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▬  

ᵑ ⌂  

組織名 構成市町村 会の目的・事業 

埼玉県西部地区環境事

務研究会 

22  

・川越市、東松山市、所沢市、狭山市、入

間市、飯能市、日高市、坂戸市、鶴ヶ島市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、

吉見町、滑川町、ときがわ町、小川町、越

生町、毛呂山町、鳩山町、嵐山町、東秩父

村 

・会員相互の連絡を密ににし、自主的

な研鑽により環境問題を円滑に処理

することを目的とする。 

・総会、役員会（3回）、研修会（1回）、

事例発表会（1回）の開催。 

埼玉県環境事務研究会

連合会 

59  

・埼玉県内を北部、東部、西部、南部、中

央 5地区に分けて環境事務研究会を組織し

ている連合会。 

・県内市町村環境行政及び埼玉県内環境管

理事務所及び環境関連課により構成。 

・各地区事務研究会相互の連絡を蜜

にして、環境問題を円滑に処理する

ことを目的とする。 

・総会、役員会（4回）、研修会（1回）、

事例発表会（1回）の開催。 

埼玉県西部地区衛生清

掃事務研究会 

（11団体） 

川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山

市、入間市、富士見市、ふじみ野市、坂戸

市、鶴ヶ島市、日高市 

・地区内相互の密接な連絡協調によ

り事務の円滑なる執行に寄与する。 

・総会、事務研究会（年 1回）、研修

会（年 1回） 

埼玉県清掃行政研究協

議会第 4ブロック 

（24団体） 

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見

市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野

市、三芳町、毛呂山町、越生町、鳩山町、

朝霞地区一部事務組合、志木地区衛生組

合、入間西部衛生組合、入間東部地区事務

組合、坂戸地区衛生組合、埼玉西部環境保

全組合 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の精神に基づき、廃棄物の処理体

制を確立し、もって生活環境の保全

及び公衆衛生の向上を図ることを目

的とする。 

・総会、研修会 

 

4  

ᵑ  

設置根拠 環境基本法（平成 5年法律第 91号）第 44条 

ふじみ野市環境基本条例（平成 19年 3月 22日条例第 2号）第 29条 

役 割 
（1）環境基本計画に関する事項 

（2）環境の保全に関する基本的な事項について、市長の諮問に応じ、調査審

議し答申を行う。必要がある時は、市長に意見を述べることができる。 

組 織 20人以内で組織 
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委員構成及び 

委嘱状況 

【平成 30年度】 

  任 期（（H29. 10. 6～H31. 10. 5） 

 ・学識経験者        2名 

 ・自治組織連合会役員    2名 

 ・商工会代表        1名 

 ・農業委員会代表      1名 

 ・市内事業所代表      2名 

 ・埼玉県西部環境管理事務所 1名 

 ・ふじみ野市校長会代表   1名 

 ・市内環境団体代表     3名 

 ・公募選出による市民    1名 

      計        14名 

審議内容 

【平成 30年度】 

平成 30年 7月 4日（第 1回会議） 

①浄化センターの施設見学について 

②第 2期環境基本計画・前期行動計画について 

 

平成 30年 11月 9日（第 2回会議） 

①諮問事項について 

②ふじみ野市ペット霊園の設置の許可等に関する条例（原案）について 

 

平成 31年 1月 23日（第 3回会議） 

①ふじみ野市ペット霊園の設置の許可等に関する条例（原案）について 

②答申について 

③平成 30度版環境年次報告書について 

④環境基本計画・後期行動計画の進捗報告について 
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5  

ᵑ  

設置根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 5条の 7 

ふじみ野市廃棄物減量等推進審議会条例第 1条 

役 割 市長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量等に関する事項について、必要な調査及び審議

をする。 

組 織 15人以内で組織 

委嘱状況 

【平成 30年度】 

任 期（H29. 10. 12～H31. 10. 11） 

・ごみ減量化又は資源化推進団体を代表する者 1名 

・商工業団体を代表する者          3名 

・廃棄物処理業者又は廃棄物再生事業者    2名 

・学識経験を有する者            2名 

・市長が必要と認める者           5名 計 13名 

審議内容 

【平成 30年度】 

平成 30年 12月 19日 第 1回会議 

① 諮問 

② スケジュール、平成 30年度検討内容について 

③ 一般廃棄物処理基本計画（第 3期計画）について 

④ 他市の粗大ごみ施策について 

⑤ 処理困難度一覧及び有料化対象品目（案）について 

⑥ 歳入及び歳出想定額について 

⑦ 自己搬入の場合の料金設定について 

⑧ 収集申込及び排出方法について 

⑨ 粗大ごみ処理手数料納付シール券について 

⑩ 不法投棄対策について 

⑪ 市民検討委員会からの報告について 

 

平成 31年 1月 30日 第 2回会議 

① 粗大ごみ有料化の具体的手法について 

  ( 1)  有料化対象品目（案）について 

( 2) シール券販売箇所候補地について 

( 3)  答申（案）について 

 

平成 31年 2月 15日 第 3回会議 

① 粗大ごみ有料化に関する諮問への答申（案）について 

② 市長への答申 
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ᵒ  

設置根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 6条 

同法施行規則（昭和 46年厚生省令第 35号）第 1条の 3 

ふじみ野市一般廃棄物処理基本計画市民検討委員会条例第 1条 

役 割 ・ふじみ野市一般廃棄物処理基本計画に関する提言を行う。 

・市の一般廃棄物処理対策に係る施策に関し、必要な提言を行う。 

組 織 11人以内で組織 

委嘱状況 

【平成 30年度】 

任 期（H29. 11. 9～H31. 11. 8） 

・公募による市民            2名 

・市内商工会加入の商工業者       2名 

・廃棄物処理業者又は廃棄物再生事業者  1名 

・市長が必要と認める者         6名 計 11名 

会議内容 

【平成 30年度】 

平成 30年 8月 6日 第 1回会議 

① 粗大ごみの有料化について 

( 1)  今までの検討内容について 

( 2)  近隣市町の状況について 

( 3) 対象品目の選定方法 

( 4) 今後の検討課題について 

② その他 

 

平成 30年 9月 21日 第 2回会議 

 ① 粗大ごみの有料化について 

  ( 1)  対象品目の選定について 

 ② その他 

 

平成 30年 11月 1日 第 3回会議 

 ① 粗大ごみの有料化について 

  ( 1)  処理手数料の決定方法 

ア 粗大ごみ処理に掛かる費用について 

    イ 自己搬入の場合の料金設定について 

    ウ 消費税の考え方について 

  ( 2) その他 

 

平成 30年 11月 29日 第 4回会議 

① 粗大ごみの有料化について 

  ( 1)  対象品目の確認、歳入及び歳出想定額の比較について 

  ( 2)  ごみ処理の方法 

    ア 排出及び申込の方法について 
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    イ 手数料の納付方法及び場所について 

( 3) その他 

    ア 不法投棄対策について 

    イ 市民への説明、周知方法について 

  ( 4)  検討内容の確認について 

② その他 
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 2 ─  
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2 ─  

1 2  

第 2 期環境基本計画前期行動計画は、ふじみ野市の豊かな自然環境と都市環境が調和

する良好な環境を将来に引き継ぎ、また、地球環境保全などの環境課題に対し、市、市

民、事業者が共通の目標を掲げ推進するために策定されました。 

本計画は、施策の方向性である 4つの「施策の柱」を定め、それぞれの柱ごとに、基本

的な考え方と施策の展開を示し、その方向性にそって各主体が取り組み、より実効性あ

るものとするために行動指標を設定しています。 

この行動指標は平成 28年度を基準年度、平成 34年度(令和 4年度)を目標年度として

48の数値目標等を定め取り組んでいます。 

 

2 30 ─  

第 2期環境基本計画前期行動計画には 48の行動指標がありますが、そのうち「現在

評価が可能な 46指標※」について達成の有無を「評価 1※※」としたところ、目標を達

成できたものは 17項目 37％、途中の進捗状況も加味した「評価 2※※※」では 57％で

した。 
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◎ 2 ( 30 ) 

1  

2 3 (100% ) 2 ( 90 ) 1 (10 90 ) 0 (0 10 )  

 
Ҳ Ӵ̬ ₳ 28 ₴

↓
̉ᴇ4₴
↓

₳ 30 ₴↓ ͔1 ͔2 ₳ 30 ₴↓ǵ

1Ʊ ṑἶ ǲǑǘȒ ṑǲ ǠȒ ↔ ᶥ 18 36 31 ¥ 1 ṑ

₳ 28 ₴↓ǵƼǏǚȐȃƽ ► ǵһǋ(ӭ₴Ǯ18 ᶥ)Ǯ Ι₴36
ᶥǯ ὑǞǦǓƲ ↔ Ƕ ᾜϊׄǮǶǉȒƳǞǒǞƲǤȓ̊ѼǶǱ
ǒǪǦ˗ ǮǉȑƲ⁸ ɉɶȸȉ ǖ ǲϹὕǞǋȒǚǯǲǶẀȖ
ȑǓǱǋƳ ₡ ҵǯʱ Ǟǭὕ ǞǭǋȒ˗ ǮǉȒǦȈƲ ΙǓ
ǠǕǦǚǯȉ ǏȐȓȒƳ

2Ʊἶ ǲǑǘȒ ṑ ὕ
ᾛʴЋ
Ǯὕ

ᾛʴЋ
Ǯὕ

ᾛʴЋ
Ǯὕ

Ʒ 3 ἶ
ֺ ǵὕ ǲֻȖǢǦ₴ ᾚ ǵ̸ ǵϹὕƳ᷂ḢӲϐἶ ǵ֝
ǵʴǮƲ᷂Ḣǯ ǞǦ Ҳș ǞǭǋǖƳ

3Ʊ ṑɓȥȠὕ Ỗᴣ֓қᶧ̱ (Ή˲֓қדȇ) ᶧ̱ɵΉ˲ 18 20 16 ¥ 1 ṑ
⁸ḸǲȏȒ ᶧ̱ҹ șǞǭȉꜘҹǶᾜǱǋƳH30 ₴↓0Ʋ̉ᴇϷ₴
↓1˲Ƴ(Ή˲)

4ƱȦȱɧɚɓȥȷȽǵ σᶥ ᶥ 1 1 Ʒ 3 ṑ
Ǯǵ ḹǓẉǖƲǜȐǲ ḹǵ ͪǓⱳ ǮǉȒƳ ẏ ǵᾍꜘǲ

ǫǋǭ Ǔⱳ ǮǉȒƳƳ

5ƱǚǰȉȦȱȭɧɔǵ ᶧ̱ 1 2 1 ¥ 0 ṑ
28 ₴↓ǲ2ᶧ̱ǒȐ1ᶧ̱ǲ ᾜǞǦƳəɶɞɘɶȶǮᶧ̱ ˺șǞǭ
ǋȒǓƲPRʥ ǶבȈǱǋƳ

6Ʊ ṑӲϐ˗ șὕ ǞǦ ṑ Ҳᶧ̱ ᶧ̱ 4 6 4 ¥ 1 ṑ
˗ ǓẉǖƲ ˗ ȋ ᶧ̱ǵ֓ЊǓᾜǱǋƳ ǵǦȈ

ǲǶ˔ Ǔⱳ ǯǱȒƳ

7ƱẎἶȋ̔ ǯ ǞǦ ṑἶ ˗ ὕ ὕ ὕ ὕ Ʒ 3 ṑ

̔ ǲǫǋǭǶֺ˗ ǲ ǲ֓қǋǦǧǋǭǋȒǓƲ᷂ϷᴷʝǵẎ
ἶǮǉȒ ˬἶ ẎǼǟȆ ȫɡɱɏȷǵ ṑ ȹɱȽɶǓ К
ȫɡɱɏȷǲ ˔ὑǧǪǦǚǯȉǉȑƲ ṑɓȥȠǶǟȈֺ ↔
ǿǵ֓қǓᾜǱǖǱǪǦƳ

8Ʊ᷂Ḣ ṑ ӓ ʺ Ҳ├Ȁ֓қ ˲ 8,201 8,693 8,081 ¥ 1 ṑ
Ѽ₴↓ǵὕ Ƽ├Ȁ֓қ 7 ,125 ˲ƽǯ ǠȒǯṔқǞǦǓƲȅǧḨ
₴↓(₳ 28 ₴↓)ȏȑȉʤᶥǪǭǋȒƳ

9Ʊ ṑ₴ Ḹף ǵ ɵ⁸ ǿǵЏ ὕ ὕ ὕ ὕ Ʒ 3 ṑ
⁸ ǿǵק ǯǯȉǲƲ ₴Ẁӓǵ ǵǍǏǮȉ ₴ ǠȒⱳ Ǔ
ǉȒƳ

10 Ʊ ṑ ḸǵɋɁɆɭɶȭӓșǞǦ ṑ Ҳᶧ
̱

ᶧ̱ 6 ¥ 0 ṑ
ȅǡǶ ṑӲϐ˗ ὕ ᶧ̱ǵɋɁɆɭɶȭӓǲȏȑƲ ḸǵВ ӓ
ș ǠȒƳ

(2 ) ṑ ǵ
Ϲὕ

11 Ʊ ṑ ǵὕ ὕ ὕ ὕ ὕ Ʒ 3 ṑ
⁸ ǿǵק ǯǯȉǲƲ ₴Ẁӓȋ ɵ ǵϊׄșȆȒǍǏǮȉ
₴ὕ ǠȒⱳ ǓǉȒƳ

12 ƱɛȢ ǭ֗Ǻ ʣᵟ ȫɡɱɘɶɱ ὕ ὕ ὕ ὕ Ʒ 3 ṑ
⁸ ȠɱȯɶɆǮƲƼȽɎȱȋǛȆǵɛȢ ǭǵɜɈɶƽǲǫǋǭʥ
↓Ǔ ǖƲǜȐǲᵃ Ǔⱳ ǮǉȒƳ

13 Ʊ ӓ Ҳᶧ̱ ( ȳɛɶȽɶȸ) ᶧ̱ 8 10 10 Ʒ 3 ̝ᴣǵ ӓǲȏȑ Ǔᶩ Ǳᶧ̱ǓǉȒƳ

14 Ʊ ǵ ǋ Ǟǫǘ Ὑǵὕ ὕ ὕ ὕ ὕ Ʒ 3 ṑ
⁸ ȠɱȯɶɆǮƲƼ Ǳǰǵ ȋǼȚǵы ǵɜɈɶƽǲǫǋǭʥ
↓Ǔ ȉ ǋƳȅǦƲ Ὑǵ֓қ Ǔ ᾜϊׄǮǉȑƲǜȐǱȒק
Ǔⱳ ǮǉȒƳ

(1) ὤ ȋֺ₴̈
Ǔ֓қǮǔȒḹǵ
͑

(1) ᷂Ḣȋᶧ̱Ǔ
ǞǦ ṑ˗

ǵ

(1) ṑ Ḹǵ
͑

(1) Ǯ ǋǵ
ǉȒȅǨǬǖȑ
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Ҳ Ӵ̬ ₳ 17₴
↓

̉ᴇ3₴
↓

₳ 2/₴↓ ͔0 ͔1 ₳ 2/₴↓ǵ

04Ʊ ǓǉǪǦ ǔ᷂ǵ ᵎ
'₴↓ ᷀(

2 0 4 ¥ 1 ṑ
ǓǉǪǦ ǔ᷂ǵ ᾚǶȉǨȔȚƲ► ₴↓ǲ ǓǱǖǮȉƲ̊

ѼƲ ǵǉǪǦ ǔ᷂ǵʝ ǲȏȒ ᾚȉⱳ ǮǉȒƳ'ʥ ўǱ
ǔ᷂Ƕ ₴ֿ ǲ ǜȓȒȯɶȷǓẉǋƳ(

05ƱᾶẆⅎף ̸֒ ᶥ ᶥ 28 25 28 ¥ 1 ǵ┴ ǓǉȒǯ█ȑ ǱǰǓṔқǠȒϊׄǲǉȒƳ

06Ʊ0˲►ǦȑǵЏᶸ ʚ ˲ 3.1 5.0 3.1 Џᶸ ᷂
⁸КǵЏᶸ ǵ ǶṔқϊׄǲǉȑȅǠǓƲ˲֥ȉṔқϊׄǲǉȒǦ
ȈƲʝ˲►ǦȑǵЏᶸ ǓṔǏǲǖǋ ǮǉȒƳ

07ƱЏᶸ ̝ǵ ᶧ̱ 45 51 44 ¥ 1 Џᶸ ᷂
Ἥǵ ̝Ǔ Ҳș ǮǔȒȏǍǱȳɛɶɆșǠȒǯǯȉǲƲ Ǧ

ǲ ̝ș ǞǭȉȐǏȒȏǍᴀǺǒǘȒⱳ ǓǉȒƳ

08Ʊ⁸ǯ ǞǦЏᶸɚɧɱɄȡȠǵᶧ̱ ᶧ̱ 1 4 0 ¥ 0 Џᶸ ᷂
῎ʴẔЏᶸș Ǟ ǭȒ̝ǓЏᶸ ̝ǯǱǪǦǦȈƲЏᶸ ̝̊

ẆǵЏᶸɚɧɱɄȡȠᶧ̱ǓǋǱǋ ǮǉȒƳ

1/Ʊ˧ ὄЋ Ὑǵ σᶥ ᶥ 16 16 13 ¥ 1 ⁸
˧ ὄЋǵᵃ Ʋ˧ ɜɈɶǵׄʣș͝ ǠȒǦȈƲ╠ǔ ǔ˧ ὄЋ
Ὑșὕ ǞƲὄЋǱȅǨș ǞǭǋǖƳ

10Ʊ⁸Ǔ ǞǭǋȒ ǵ ӓ 15.3 100 100 Ʒ 3 ⁸
⁸ ǲǑǘȒ ֗Ǻ ǵ ȋƲ⁸ ș ȐǠ ǵ

᷂ǲǑǘȒ ֗Ǻ ǵ ǲǫǋǭǶƲ ̮
ȋ᷂ ǵǛ ƲǛӲҘǓⱳ ǯǱȒƳ

11Ʊ ǵқЊ Ʊ 56.7 59.5 54.0 ¥ 1 Ӳϐ

қЊ ǲǫǋǭǶƲ☻ᴣǵ ӓɵᶭὑӓ֗Ǻὕ ˗ ǵ ӓǱǰ
ƵǱ ș ǏǭǑȑƲ‼ ǵ֝ȑ ȆǲǫǋǭȉǠǗǲҧ Ǔ ȓ

ǬȐǋǵǓ ǮǉȒǓƲ Ǳ֝ Ǔⱳ ǮǉȒǯ ǏǭǋȒǦ
ȈƲ˹♥ȉ╠ǔ ǔὕ ǞǭǋǖǯǯȉǲƲ ҧ ș ǞǭǋǖƳ

12Ʊ ǵ Ʊ 45 52 49 ¥ 1 ʣʤ
ǲ ὕ ǓǉȒ ǲ ǵ ș ǞǭǋȒ

ǓƲ ǮǔȒḹ ȉ ȐȓǭǑȑƲ ₴ǵȰɨɧ ǲᾍǞǭʠЋǯ
Ƕ ǋўȓǱǋƳ

13Ʊ ǔǵ ' ᵎ. ᾚǵҊֻ( 100 100 100 Ʒ 3 ṑ
ḹș Ǟǭ ᾚǠȒⱳ ǓǉȑƲ Ḹǵ֞ ǒȐ ǱᾍꜘǓ Ȉ

ȐȓǭǋȒƳ

14ƱẎ ǵ ṑḨ
'˘ ӓ ǯ ἧ (

100 100 100 Ʒ 3 ṑ
Ẏ ǵ ȉḨ ǯǱȒ ǮǉȑƲ⁸ ǵβ∆șὃȒǦȈ ǞǦ

Ǔⱳ ǮǉȒƳ

15Ʊ ′ǵ ṑḨ
' ӓἶ (

100 100 100 Ʒ 3 ṑ ′ ǵ ȉḨ ǯǱȒ ǮǉȑƲ ǞǦ Ǔⱳ ǮǉȒƳ

16Ʊ ӓ ǵ ὕ ὕ ¥ 0 ṑ
ӓ ǵ Ǔ ǮǱǖƲ ǓȐ ǵ ǓǉȒȯɶȷȉǉ

ȒƳЋ̱ Ǳᵃ ǧǘǮǶǱǖƲΉѩǵ ᾚǒⱳ ǮǉȒƳ

17Ʊ⅍ ǵ̭Џὡ ᾚЊ ȠȢɇɨɱȮ
ƱƱ ȷɆɁɕ̂ǔ Ҳ șדȇƳ

19.7 42.7 41.5 ¥ 2
̓ ₴ ǵ ǋ⁸ ʰ șᾜǞǡǫ Ǟǋ̭Џὡ ǲẀ ǠȒǯǯȉ
ǲƲ ʰǵ̓ ↓ș ǞǱǓȐƲ ǒǫҧ Ǳ ʰְ ǯǱȒ
ȏǍ șᶫǪǭǋǖƳ

18ƱЏВ ǲǑǘȒᾶʣ ӓƲ ǵ
ƱƱ ȩɶɄɱ ǵ

29 35 13 ¥ 1 ṑ
Ѽ ǮǶ₳ 18₴↓ Ι2/ǲᾍǞ₳ 17₴↓ὕ 18ǯǉǯ0ǲ
ǪǦǦȈƲ ǮǶ 24ǲṔȋǞǦǓƲ₳ 18₴↓10Ʋ₳

2/₴↓02ǯẎ₦Ǳ ǯǱǪǭǞȅǪǦƳ

(1) ᷂Ḣ ӓ
ᾍ ǵ

(2) ҘǉȒȅǨ
ǱȆƲ ǵͪЋ
ǯҍ

(3) ǍȒǑǋǯȋ
ǠȐǕǵḹǵҍї

(1) ὄЋɵὄⱲǲ
̮ȆǉǏȒȅǨ

(1) Џὡǵ
ɵ Ẏ Ѱ
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Ҳ Ӵ̬ ₳ 17₴
↓

̉ᴇ3₴
↓

₳ 2/₴↓ ͔0 ͔1 ₳ 2/₴↓ǵ

2/ƱЏВ ǵ ̓ Kwh 17,691,615 16,807,035 14,012,509 Ʒ 3 ṑ ș ǞǦǓƲ╠ǔ ǔѹ ǲҟȈȒⱳ ǓǉȒƳƳ

20Ʊἶ ǲǑǘȒ К ǵҊֻ
' ǵҊֻ(

11.7 15.0 11.0 ¥ 1 ἶ
К ǵ Ǳ Ƕ ṑǲϮǞǋ ǮǉȒǯ ǏȐȓȒǓƲԍ
ǲǫǋǭǶ ǵ ǓⅎẎǱ Ẇǵ᷂Ḣǵ Ǔὄ͔ǱϊׄȉǉȑƲḩ
К șϮϼǠȒǯȱȷɆǓʣǓǪǭǞȅǍ֯ ȉǉȒƳר

21Ʊ0˲0 ►ǦȑǵǛȆǵ ὤ↨ Ʋ˗ f. ɵ˲

ὤ↨ 5/3

˗ 065

ὤ↨ 474

˗ 043

ὤ↨ 48/

˗ 060
¥ 2 ṑ

3₴ ƲǛȆǵᾜǱǋ⁸ 0̬ǯǱǪǭǋȒƳ ȅǮǉǯʝ Ƴ⁸
ḸƲəɶɞɘɶȶƲ ṑȹɱȽɶ ἶ̝ ǮǜȐǲᵃ ǠȒⱳ Ǔǉ
ȒƳ

22Ʊ ыѝ t 571 356 527.8 ¥ 1 ṑ
ȉȋǠǛȆǲ ЊǜȓȒ ǵѝѩǲǫǋǭǜȐǲᵃ ǠȒⱳ Ǔǉ
ȒƳ

23Ʊ ǛȆы ὦᶅ Ṹ̏ Ḩ 67 80 57 ¥ 1 ṑ
⁸КǶɜɱȵɥɱǓẉǖƲɗɧɱȾǲ ǖǲǶȅǧᾛḌǵȫȦɶɫǮȉ
ẎǔǠǕȒǯǋǍ ȉǉȑƲ ṸṲ̌Ǻ ȚǮǋȒԍᶦǵʝǫǯǱǪ
ǭǋȒƳ

24Ʊ ᶧ ᶥ֛ kg 570 570 448 ¥ 1 ṑ ὕ ᶧ̱ Ǔ ᾜǞǭǋȒƳѰ↓ǲǫǋǭ Ǔⱳ ǮǉȒƳ

25Ʊ ԁǛȆ Jf.₴ 24,378 22,776 23,944 ¥ 1 ṑ
⁸ḸƲəɶɞɘɶȶƲ ṑȹɱȽɶ ἶ̝ ǮǜȐǲᵃ ǠȒⱳ Ǔǉ
ȒƳ

26ƱɨȳȢȭɩ ' )ȇד 29.6 31.8 28.2 ¥ 1 ṑ
⁸ḸƲəɶɞɘɶȶƲ ṑȹɱȽɶ ἶ̝ ǮǜȐǲᵃ ǠȒⱳ Ǔǉ
ȒƳ

27ƱɓɨɶɜɶȯɁɆǵ σᶥ ᶥ 1 2 2 Ʒ 3 ṑ ṑɓȥȠǯ ɜɜɓɨɶɜɶȯɁɆǵ1ᶥὕ ǞǦƳ' (

28Ʊʥ ɏɆɫɶɩǵὕ ὕ ὕ ὕ ὕ Ʒ 3 ṑ ὕ ǞǭǋȒƳ

3/Ʊʥ ᶥ֛ǵᶥ ְ '֛ ( 77 57 89 ¥ 1 ṑ
Ḩ ₴↓ȏȑᶥ֛ᶥ ǒṔǏǭǋȒǚǯǒȐƳʥ ǓṔǏǭǋȒ֯
ǓǉȒƳר

30Ʊ ᷂ͪ ᷂Ӣ ʚ 125,015 125,015 121007 ¥ 1 Џᶸ ᷂
ǵѰ↓ǮǶƲ ᷂ͪ ᷂ӢșͪЋǠȒȢɱȹɱɄȡɔǯǶǱȑǏǭ

ǋǱǋǦȈƲѰ↓ǵ Ǟǲǫǋǭ ǠȒ˔ὑƳ

31Ʊ
34.5

'G12₴↓(
40 34.5 Џᶸ ᷂

ǲ ǠȒ ǵɅɶȽǶǉȑȅǢȚǓƲ̭ʤǞǭǋȒǚǯǓ˔
ǜȓȒǦȈƲ Ἥǵ ǵͪЋǯ ǦǱ ǵҍїǲҟȈȒⱳ ǓǉȒƳ

32Ʊ⁸ ᶸ 7 9 7 ¥ 1
⁸Кǲ ȩ ǉȒ ᶸǶƲȅǧ ₲ ǔǓǉȒǦȈƲⅎḸ Ǟѫ
șᴀǺǒǘȒƳ

(2) ṑǵͪ
ЋɵП

33Ʊ Ὶ′ǵ ӓ Ҳᶥ ᶥ 2 3 3 Ʒ 3 ᷂Ϸ̔ ȋ⁸ ǲ Ǳ֓қșǑ ǋǞǭǋȒƳ

34ƱȠɧȢȮɜǵ 3 15 4 ¥ 1 ṑ
⁸ ǵ ǞїǲȏȑƲ ɭɈǵ ǞїǞș ǪǭǋȒƳ ɭɈǲɍȭɑ
ȵɱȋȽɊȫǓǒǒȒḹֻȉẉǋƳʝ↓ǲẉǖǵ⁸ ǵɉɶȸǲᾍꜘǠ
ȒǦȈƲ₳ 2/₴↓ǲ ɭɈ2ᵗșṔȋǞǦƳ

35Ʊ Ὶ′ כֿ ǵ ' ( ὕ ὕ ὕ ὕ Ʒ 3 ṑ ⁸ ǲѝǒȑȋǠǋ ǮǉȑƲ ὕ Ǔ ȅǞǋƳ

(1) ǵͪЋɵҍ
ї

(3) ṑș
ȇ В ǵ
ͪЋ

(1) ∕
Ѱǯ ӓǵ

(2) Пѫ ɵɨȳ
Ȣȭɩǵ

(3) ∕ ǵ
ы
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Ҳ Ӵ̬ ₳ 17₴
↓

̉ᴇ3₴
↓

₳ 2/₴↓ ͔0 ͔1 ₳ 2/₴↓ǵ

36Ʊ ṑǯ ᴇǞǦ ֲƲ ӓ ǲ ǠȒ ↔ᶥ ᶥ 9 13 7 ¥ 1

Ỗᴣ̝
' ̝
ɵЏ
ɵ
(

ǀẎ˝ʴẔЏ ǁ
˲ ˗ ǵ᷂Ḣѝ ȱɝɣɉɄȡ˗ ǵ ǫǮƲ ₴ƲẎ˝ѝ
ǵ˗ ̔ ͒ ǑȐȂǍ ǴǒẎ˝ ǯВֿ ǲȏȑὕ ǞǭǋȒ
↔ǮǉȑƲ ὕ Ǔ ȅǞǋƳ

ǀʣ ῎Џ ǁ
Ẏἶǵ֞ ǵ ӓǲȏȑƲ᷂Ḣǵ ɵ ֲɵ ӓ ṑἶ

ǵ Ǔᶩ ǲǱǪǭǋǖǚǯǓ˔ ǜȓȒƳқǏǭƲʫ̈ ˧ ǓЛ
ǲǜȓǱǋǯ̟ ǜȓǱǋƳ
ǀ ̝ ǁ
ɵ ֗Ǻ ӓ ͪ ǲǫǋǭƲ ↔ȋ̱ ἶ ɵ ό̝ șὕ

ǠȒǲǉǦȑƲẉǖǵ⁸ Ǔ Ⱳș ǫȏǍǲƲק ǵ›ẑȋἶ Кὦ
ǵ Ǔⱳ ǮǉȒƳǜȐǲǶɚɧɱɄȡȠǵ ǱǰǲȉǫǱǓȒȏ
ǍƲ˗ ᾽ ǵ ȉ Ǐǭǋǖⱳ ǓǉȒƳ

37Ʊ ӓ ǵ ὑ ̏ 58 60 59 ¥ 2 ̝

Ʊ ӓ ǵ ᷀ ɵ ǵ ǲǫǋǭǶƲ ⁸ ǵ ǒȐ ǘǭ
ǪǭǶǋȒǓƲ ǯǞǭ⁸КǠȀǭǵ ӓ ș ǮǔǭǋǱǋƳ
Ƽ ӓ ͪἭ ᷂Ḣ ƽș ὑǞƲ ǲ Ȉǭǋǖⱳ Ǔǉ
ȒƳ

(4) Ǟǋ
ǯ ֲ ǵ
ͪЋƲ ᴇ
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3 ⌐╟╢ ─  

 2 ─ ─ ─ 1 ≈≢№╢₈ ┘≤ ─

⌐ ≠⅝⁸ ╛ ─ ⅜ ∆╢ ─ ╩

∆╢↓≤≢⁸ ─ ⌐ ╘⁸ ─ ╩ ╡╕∆⁹₉ 

 30 ╩ ⇔√  

（1）環境情報ネット・・・ふじみ野市環境情報誌「はらっぱ」の発行事業 

（2）花と緑部会・・・緑のカーテン事業 

（3）環境緑化をすすめる会・・・遊休農地の緑化事業 

（4）上福岡駅前に花と緑を育てる会・・・  
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（1）環境情報ネット 

1 提案事業名 ふじみ野市環境情報誌「はらっぱ」の発行事業 

2 事業の目的

と事業内容 

 

 ふじみ野市を中心とする市民、事業者、教育機関、行政機

関と連携して、幅広い環境情報を「環境情報誌はらっぱ」の

発行を通し、広く市民に提供していくことにより、市民の環

境意識の向上を図り、もって、自ら行動する環境市民を育成 

することを目的とする。 

 

3 事業の期間 
平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

（環境情報誌、第 11号及び第 12号の発行） 

4 事業実施状況 

 

 

第 11号 

平成 30年 

10月 1日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12号 

平成 31年 

3月 20日発行 

（事業実施内容、参加人数等） 

 

4月 16日情報ネット会議: 11号構成・スケジュール 

5月 2 日情報ネット会議:特集打合せ等 

5月 24日情報ネット会議:進捗状況等 

8月 8 日情報ネット会議: 11号原稿校正等 

9月 1 日情報ネット会議: 1次ゲラ校正等 

9月 12日情報ネット会議: 2次ゲラ校正等 

9月 19日情報ネット会議: 11号校正 

10月 10日情報ネット会議: 11号配付、12号内容等 

取材訪問：(株)武蔵野銀行、ＮＯＲＡ、明石農園、平野家他 

 

 

10月 30日情報ネット会議: 12号構成・スケジュール 

1月 27日情報ネット会議: 12号内容等 

2月 18日情報ネット会議:進捗打ち合せ等 

3月 6 日情報ネット会議:最終原稿入稿 

3月 14日情報ネット会議: 1次ゲラ校正等 

3月 19日情報ネット会議: 2ゲラ校正、発注等 

3月 28日はらっぱ 12号納品 

取材訪問：ＪＡいるま野、早川農園、グリーンサムズ他 
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5 事業の成果 

 

毎号、様々な角度から特集を組んで地域の環境課題等を取

材し、環境問題について提言を行ってきた。よりよい環境づ

くりを目指すための情報を提供し、理解に努めてきた。 

 特に 11号ではふじみ野市の農業について取り上げ、変化

と身近で効果ある取組を紹介した。今後の農業を考えるきっ

かけを示すことができたと思う。 

 12 号では武蔵野の台地での農業・暮らしに注目し今では

衰退し忘れ去られた麦作りや箒作りを取り上げた。また、自

然の変化についても注目し、温暖化やグローバルな影響が身

近にある実態を紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情報誌第 11号」       「情報誌第 12号」 

 

 

 

（2）花と緑部会 

1 提案事業名 緑のカーテン普及啓発事業 

2 事業の目的

と事業内容 

 

省エネ、COP23に繋がる、SDGs持続可能な生物多様性社会を目指

して、温暖化防止対策の一環として、小さな力であるが、市民とし

て考え行動する。 

 ※「緑のカーテン」用苗の市民への無料配付を行う 

 ※緑のカーテン育成講座（上福岡西公民館と協働） 

 ※緑のカーテン、モデル事業（本庁舎前緑のカーテン） 

 ※緑のカーテン・コンテスト（環境フェアにて実施） 
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3 事業の期間  平成 30年 4～平成 30年 10月 

4 事業実施状況 

（ 年 月 日 ） 

平成 30年 

5月 6 日 

 

 

 

5月 12日 

 

 

8月 18日 

 

 

10月 20日 

 

 

 

（事業実施内容、参加人数など） 

 

緑のカーテン用苗配布事業（合計 600株配付） 

（午前 10時）大井中央公民館 2株×150組 

（午後 1 時）ココネ広場   2株×150組   

 

緑のカーテン育成講座（上福岡西公民館との協働事業） 

参加人数 30人（満員）、参加者に苗 2株配付 

 

 ゴーヤ料理教室（上福岡西公民館との協働事業） 

 参加人数 24人（満員） 

 

緑のカーテン・コンテスト（環境フェアにおいて表彰） 

応募総数 26点  

 11月～2月にかけてふじみ野市・三芳町環境センターで展示 

 

5 事業の成果 

計画通り全事業実施出来、地球温暖化防止に繋がる、環境事業は

県環境大賞応募案内が有りましたが、今年度は辞退した。SDGsに繋

がる当事業は継続して、市民、県民、国民、全世界の人々に省エネ

を呼びかけ、継続する必要がある。 
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（3）環境緑化をすすめる会 

1 提案事業名 遊休農地の緑化事業 

2 事業の目的

と事業内容 

 

 市内の遊休農地を活用した緑の再生と自然体験の場をつ

くり、遊休農地に麦とコスモスを交互に育て、周辺住民や近

隣幼稚園児にコスモスの花を摘んでもらう。 

  

3 事業の期間 年間 

4 事業実施状況 

（ 年 月 日 ） 

平成 30年 

5月 28日 

 

6月 30日 

 

8月 6 日 

 

9月 3 日 

 

11月 5 日 

 

11月 26日 

 

12月 3 日 

（事業実施内容、参加人数等） 

 

 草取り・耕耘     12人参加 

 

 コスモス種まき     8人参加 

 

草取り         7人参加 

 

草取り         9人参加 

 

 草取り        11人参加 

 

コスモス刈取り・耕耘 12人参加 

 

麦蒔き        12人参加 

 

5 事業の成果 

 

コスモスによる、遊休農地の緑化を実現した。 

 風の里保育園など周辺住民が、コスモスの花を愛でる機

会となった。 

 環境緑化をすすめる会、おらほう来ねか大井郷などで構

成する「織部塚（一本松）等景観保存会」による織部塚保存

の多面的な活動を展開した。 
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（4）上福岡駅前に花と緑を育てる会 

1 提案事業名 
上福岡駅の駅前東口・西口ロータリーエリア緑地帯の花壇

化、維持管理事業 

2 事業の目的

と事業内容 

 

・ふじみ野市の主駅玄関に相応しく、季節感に溢れた素敵な

草花・花木がいつでも咲いている駅前東口・西口ロータリー

エリア緑地帯にすることを目的とする。 

・当該緑地帯を無理なくできる範囲で花壇化、草花・花木を

植栽、季節感を有した素敵な緑地帯にすべく自主的・主体的

に維持管理する。 

3 事業の期間 平成 30年 4月～平成 31年 3月 

4 事業実施状況 

（ 年 月 日 ） 

 

平成 30年 4月～ 

平成 31年 3月 

 

 

 

（事業実施内容、参加人数等） 

  

 毎週月曜日に西口ロータリーエリア緑地帯花壇を維持・

管理、並びに花卉植栽・植替え（冬,春版、夏,秋版）を遂行。 

 事業参加者（登録者）92名 

（毎週月曜日の作業会には 5～20名が参加） 
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5 事業の成果 

駅前西口ロータリーエリア緑地帯（仮称「3本桜緑地帯」

及び「ホッケースティック緑地帯」）の雑草除去・石取除き、

肥料蒔き、花卉植栽・植替え（冬,春版、夏,秋版）、水遣り

作業、並びに周辺清掃等々の適切な維持・管理により緑地帯

花壇を確立、結果的に当該エリア及びココネ広場を通行利

用の人達の心身を和ませている。 
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 3 ─  
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3 ─  

3 1  

  大気汚染物質の多くは、物が燃焼する過程において発生します。大気汚染の発生源

としては、固定発生源である工場等から排出されるばい煙や移動発生源である自動車

等の排ガスに含まれる硫黄酸化物、一酸化炭素、窒素酸化物等の汚染物質により大気

が汚染されることをいいます。 

この対策として、「大気汚染防止法（昭和 43年）」の制定や「大気の汚染に係る環境

基準について（昭和 44年）」により大気汚染物質の排出抑制に取り組んだ結果、硫黄酸

化物や一酸化炭素による汚染は大幅に改善されました。 

しかし、大都市への自動車の集中等による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の影響に

よる汚染は、現在も大きな課題となっています。 

本市では、市内の大気汚染の現況を把握するために「一般環境大気」と「沿道大気」

の調査を実施しています。 

   図 3- 1- 1に調査地点を示しました。 

 

3 1 1 ⌐ ╢  

   

 

SO2  

1 1 0.04ppm

1 0.1ppm

(48.5.16 ) 

 

 

CO  

1 1 10ppm 

1 8 20ppm 

(48.5.8 ) 

 

 

SPM  

1 1 0.10mg/m3

1 0.20mg/ m3

(48. 5.8 ) 
 

 

NO2  

1 1 0.04ppm

0.06ppm

(53. 7.11 ) 
 

 

Ox  

1 0.06ppm   

(48.5.8 ) 
 

1.  環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

2.  浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。 

3.  二酸化窒素について、1時間値の 1日平均値が 0. 04ppmから 0. 06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則と

してこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

4.  光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物

質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。） をいう。 
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1  

  一般環境の大気汚染状況を把握するため、市内 7地点（図 3- 1- 1）を設定し、年 4回

（表 3- 1- 2）二酸化窒素等について簡易測定器（フィルターバッチ）による調査を行いま

した。また、そのうち 1地点で自動測定器による調査も同時に行いました。 

この一般環境大気調査は、公定法による測定ではないため、直接環境基準と比較する

ことはできませんが、すべての地点で二酸化窒素の環境基準である「1時間値の一日平均

値が 0. 04 ppm ～0. 06 ppmの範囲内、又はそれ以下」を下回る結果となりました。 

また、自動測定器による浮遊粒子状物質でも、環境基準の「1 時間値の 1 日平均値が

0. 10mg/㎥以下で、かつ、1時間値が 0. 20mg/㎥以下」を下回る結果となりました。 

表 3- 1- 4に簡易測定器による地点別調査結果を、表 3- 1- 5に自動測定器による季節別

調査結果と、埼玉県が設置している一般環境大気局のうち、本市から近距離に設置され

ている「富士見局」のデータを併せて示しました。 

 

3 1 2 ┘  

調査項目 調査項目 調査期間 

一般環境大気 

調査 

簡易測定器 

（フィルターバッ

ジ） 

二酸化窒素

（NO2） 

1 30 6 21 6 28  

2 30 8 1 8 8  

3 30 11 5 11 12  

4 31 2 1 2 8  

自動測定器 

二酸化窒素

（NO2） 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 等 

1 30 6 22 6 28  

2 30 8 1 8 7  

3 30 11 5 11 11  

4 31 2 1 2 7  

 

2  

沿道環境の大気汚染状況を把握するため、市内 1地点（国道 254号沿い鶴ケ岡 2丁目）

を年 2回（表 3- 1- 3）二酸化窒素等について調査を行いました。 

今回の調査では、二酸化窒素の 1時間値の 1日平均値は「0. 015ppm～0. 019ppm」の範

囲内で、浮遊粒子状物質の 1時間値の 1日平均値は「0. 010mg/m3～0. 035mg/m3」、1時間最

高値は「0. 073mg/m3」であり、本調査の結果では全て環境基準を下回る結果となりました。

  

また、表 3- 1- 6 に季節別調査結果について、川越市が設置している自動車排出ガス測

定局のうち、本市から近距離に設置されている「川越市仙波局」のデータも併せて示しま

した。 
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3 1 3 ┘  

調査項目 調査項目 調査期間 

沿道大気調査 自動測定器 
二酸化窒素（NO2） 

浮遊粒子状物質（SPM）等 

1 30 8 1 8 3  

2 30 11 6 11 8  

 

3 1 1  

 

3 1 4 ₈ ₉  

 
ppm  

   

No.1  0.014 0.020 0.010 

No.2  0.013 0.019 0.008 

No.3  0.012 0.016 0.007 

No.4  0.012 0.018 0.007 

No.5  0.013 0.018 0.009 

No.6  0.012 0.019 0.007 

No.7  0.013 0.018 0.007 

 

 

No.6 

No.2 

 

 

 

254  

254  

 

 

254  
 

 

 

No.5 

No.1 

NO.7  

No.3 

No.4 



 

40 

3 1 5 ₈ ₉  

 

3 1 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ☻⸗♇◓ 

「光化学スモッグ」とは「光化学オキシダント」の濃度上昇によって空気に「もや」が

かかる現象のことです。 

工場や自動車などから排出される窒素酸化物や炭化水素に、太陽の光（紫外線）があた

ることにより化学反応を起こし、光化学オキシダントという物質ができます。その濃度

が高くなると、目や喉の粘膜に刺激を与え、のどに痛みを感じたり目がチカチカしたり

することがあります。 

そのような被害を未然に防ぐために、埼玉県南西部地区に注意報が発令されると、本

市では小・中学校、保育所等へ連絡をするとともに、防災無線等を使用して市民に注意を

呼びかけています。 

平成 30年度の埼玉県南西部地区の注意報の発令日数は、前年度より 3日少ない 2日で

した。なお、前年に引き続き警報の発令はありませんでした。 

表 3- 1- 7に月別注意報発令日数を示しました。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2  
ppm  0.011 0.009 0.009 0.010 0.017 0.016 0.020 0.019 

 

SPM  
mg/m3  0.019 0.019 0.025 0.026 0.025 0.017 0.018 0.017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2  
ppm  0.017 0.022 0.018 0.019 

 

SPM  
mg/m3  0.030 0.027 0.014 0.014 
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3 1 7  

        

  
4  5  6  7  8  9  

 
 

21  0 2 2 1 1 0 6 14 

22  0 1 0 5 5 3 14 25 

23  0 0 3 2 3 1 9 17 

24  1 0 0 2 0 0 3 7 

25  0 0 0 4 5 0 9 13 

26  0 0 2 6 3 0 11 13 

27  0 1 0 6 2 0 9 16 

28  0 0 0 1 0 0 1 1 

29  0 0 2 3 0 0 5 15 

30  1 0 0 0 1 0 2 10 

 

☻⸗♇◓ ה  

注意報：光化学オキシダント濃度が 0. 12ppm以上になり、気象条件からみてその状態が継続すると認めら

れるとき  

警 報：光化学オキシダント濃度が 0. 20ppm以上になり、気象条件からみてその状態が継続すると認めら

れるとき 

※光化学スモッグ注意報が発令された場合は健康被害にあわないために、 

・屋外での激しい運動は避けましょう  

・目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう 

・乳幼児、お年寄り、病弱な人は、健康な成人よりも被害をうけやすいので、特に注意しましょう 

 

 

 

4 ▪☻ⱬ☻♩  

建物の解体工事等を実施する際は、石綿の有無についての確認が法律で義務付けられ

ています。建築材料等に質量 0. 1%を超えて石綿が含有されている場合、大気汚染防止法

等関係する各法令により届出や解体時の飛散防止策、従事者の安全管理などが定められ

ています。これらの指導は、埼玉県の各環境管理事務所が管轄していますが、工事周辺地

域住民から市に相談が寄せられる場合もあることから、埼玉県と連携して立ち入り調査

への同行、現場把握などに努めています。 

  



 

42 

 

5 ♄▬○◐◦fi ─  

本市では、大気中のダイオキシン類等による環境汚染状況を把握するため、大気は 3地

点で年 2回、土壌は 4地点で年 1回、調査を実施しました。 

  平成 30年度調査結果については、表 3- 1- 9大気、土壌調査結果のとおりで、全ての地

点で環境基準を下回っていました。 

  また、毎年度実施しているダイオキシン類状況の経年変化(年度平均値)は、大気調査

結果については表 3- 1- 10、土壌調査結果については表 3- 1- 11のとおりですが環境基準

を下回る結果となっています。 

 

3 1 8   

           

    0.6pg- TEQ/ m3  

 

    

 
1pg- TEQ/l   0312  

 150pg- TEQ/g  
 

    1,000pg- TEQ/g  
 

  

1 2,3,7,8  

2  

3 250pg- TEQ/g

 

3 1 9 ⁸  

 

 

pg- TEQ/ m3  

 

pg- TEQ/g  

30  

8  

31  

2  
 

31  

2  

 0.010 0.021 0.016 -  

 0.0088 0.022 0.015 2.6 

     2.9 

    2.9 

     0.15 
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3 1 10                 pg- TEQ/m3  

 24  25  26  27  28  29  30  

 0.066 0.037 0.037 0.034 0.018 0.021 0.016 

 0.049 0.035 0.036 0.050 0.019 0.018 0.015 

 0.080 0.072  -     

        

 

3 1 11                 pg- TEQ/g  

 24  25  26  27  28  29  30  

   2.5 -  -  -  -  

 -   -  -  -  5.2 -  

 -  7.4 -  -  -  -  -  

 -  1.0 -  -  -  -  -  

   1.2 -  -  -  -  

   -  1.5 -  -  -  

 
-   -  -  2.7 3.3 2.6 

 0.35  -  -  -  -  -  

  5.9 -  -  -  -  -  

   -  -  -  1.8 -  

 1.9  -  -  -  -  2.9 

 -   -  -  1.3 -  -  

 -   -  3.9 -  -  -  

 -   -  -  0.93 -  -  

 -   -  -  -  -  2.9 

 -   -  -  0.43 -  -  

 -   -  1.1 -  -  -  

 -   2.1 -  -  -  -  

 -  0.16 -  -  -  -  -  

 0.20  -  -  -  -  0.15 

 0.33  -  -  -  0.10 -  

 
-  -  

17 
17 -  -  -  

  0.70 3.6 5.7 5.9 1.3 2.6 2.1 

  1.9 7.4 17 17 2.7 3.2 2.9 

  0.2 0.16 1.2 1.1 0.43 0.10 0.15 
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3 2  

水質汚濁とは、工場・事業場や家庭などから排出される汚水によって、河川等の水質が

悪化することをいいます。 

以前は、家庭や工場等からの排水が主な汚濁原因となっていましたが、公共下水道（汚

水）の整備や水質汚濁防止法による規制等により大きく改善されました。 

河川等は、自らの汚れをきれいにする働きを持っていますが、汚れの量が限度を超え

ると汚濁が進みます。 

本市では、市内の河川等の水質汚濁の現況を把握するために「河川等水質調査」を実施

しており、図 3- 2- 1に調査地点を示しました。 

3 2 1 ⌐ ╢  

  

 

  

 

 

     

 

pH  

 

 

BOD  

 

 

 

DO  
  

AA 

1  6.5  1mg/l  25mg/l 7.5mg/l 50MPN/ 

 8.5     100ml  

           

A 

2  6.5  2mg/l 25mg/l 7.5mg/l 1,000MPN/ 

1  8.5     100ml  

           

B            

B 

3  6.5  3mg/l 25m /l  5mg/l 5,000MPN/ 

2  8.5     100ml  

C            

C 

3  6.5  5mg/l 50mg/l 5mg/l 

 1  8.5     

D          

D 

2  6.0  8mg/l 100 g/l  2mg/l 

  8.5     

E          

E 
3  6.0  10mg/l  

 

2mg/l 
 

 8.5    

 1:  
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3 2 2 ⌐ ╢  

      

 0.003mg/l  1,1,2-  0.006mg/l  

   0.01mg/l  

 0.01mg/L   0.01mg/l  

 0.05mg/l  1,3-  0.002mg/l  

 0.01mg/l   0.006mg/l  

 0.0005mg/l   0.003mg/l  

   0.02mg/l  

   0.01mg/l  

 0.02mg/l   0.01mg/l  

 0.002mg/l   10mg/l  

1,2-  0.004mg/l   0.8mg/l  

1,1-  0.1mg/l   1mg/l  

- 1,2-  0.04mg/l  1,4-  0.05mg/l  

1,1,1-  1mg/l    

 

3 2 1  
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1  

毎年、市内を流れる新河岸川、福岡江川幹線、砂川堀雨水幹線における水質汚濁の状況

を調査しています。調査項目としては環境基準に定められた項目や富栄養化に影響のあ

る項目（全窒素、全リン）などについて年 4回調査をしています。また、新河岸川（新伊

佐島橋）において年 1回魚類調査をしています。 

新河岸川は、環境基準のＣ類型に指定されていますが、福岡江川幹線、砂川堀雨水幹線

は河川ではないため類型指定はありません。しかしながら、福岡江川幹線及び砂川堀雨

水幹線についても下流域で新河岸川に流入していることから、このＣ類型を用いて各項

目の基準値との比較を行っています。 

平成 30年度に実施した各調査結果を環境基準（生活環境項目）と照らし合わせてみる

と、年度平均で砂川掘（織部橋）のＢＯＤの項目が環境基準（5mg/l）を超過していまし

たが、それ以外の調査地点・調査項目は適合していました。 

なお、砂川掘（織部橋）のＢＯＤが環境基準を超過した要因として、水量が少ない時期

に浄化が進まなかった等が考えられます。 

さらなる水質改善にあたっては、公共下水道の整備や単独浄化槽から合併浄化槽への

切り替え、広域的な流域をもつ砂川堀雨水幹線に接続されている事業所や家庭の浄化槽

の保守点検などの水質改善に向けた普及啓発が必要です。そのためには、この砂川堀雨

水幹線を管理している荒川右岸下水道事務所や流域自治体との広域的な取り組みが必要

です。 

表 3- 2- 3に地点別調査結果及び環境基準等との比較を示しました。 

表 3- 2- 4に調査項目及び調査結果を示しました。また、表 3- 2- 5に魚類調査結果を示

しました。 
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3 2 3 ┘ ≤─ 30  

 

 

 

 

 河川 雨水幹線  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

pH  
-  

6.9 

 

6.9 

 

6.7 

 

7.8 

 

7.0 

 
6.6 8.6 6.5 8.5 

 

BOD  
mg/  

1.5 

 

1.4 

 

1.0 

 

10 

 

2.0 

 
0.5 16 5  

SS  mg/  
12 

 

12 

 

2 

 

9 

 

5 

 
1 16 50  

DO  mg/  
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11.1 

 
7.4 15.1 5  

 mg/  
0.00005 

 

0.00005 
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3 2 4 ┘  

   

     

 

 

30 6 18  30 8 22  

  

 

  

 

 
          

pH  6.9 6.9 6.7 7.8 6.8 7.0 7.0 6.9 8.6 7.3 

BOD  
1.3 1.4 < 0.5 7.5 1.1 1.2 1.2 0.9 4.4 1.8 

 130,000 79,000 70,000 790,000 28,000 79,000 49,000 7,900 140,000 13,000 

SS  16 16 2 2 2 11 11 2 6 11 

DO  7.4 7.6 9.1 8.6 9.3 8.2 7.8 15.1 9.4 14.7 

 
< 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

T- N  5.9 5.9 9.0 4.9 8.3 5.6 5.9 8.1 3.7 7.4 

T- P  0.15 0.12 0.056 1.5 0.31 0.18 0.13  0.033 1.3 0.28 

 < 0.00005 < 0.00005    < 0.00005 < 0.00005    

 < 0.001 < 0.001    < 0.001 < 0.001    

  <0.0005 < 0.0005     0.0005  0.0006    

 0.2 0.1 < 0.1 1.2 < 0.1  0.2  0.1 < 0.1 0.2  < 0.1 

MBAS  
0.04 0.02 < 0.02 0.10 0.03   0.03  0.03 0.03 0.10 0.05 

  0.006     0.010    
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30 11 21  31 2 14   

  

 

  

 

 

           

 

pH  6.7 6.8 6.6 7.5 6.8 6.9 6.9 6.7 7.3 6.9 
6.5  

8.5  

BOD  
1.2 0.8  0.6 12 1.5 2.2 2.0 1.9 16 3.7 5  

 33,000 130,000 17,000 2,400,000 22,000 490,000 79,000 49,000 4,900,000 28,000  

SS  9 11   < 1 13 4 10 10 1 14 3 50  

DO  7.5 7.6 10.5 8.0 10.8 8.1 8.0 13.5 7.8 9.4 5  

 
< 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 0.6 < 0.5  

T- N  7.9 7.5 8.5 6.1 8.8 8.6 8.0 8.2 16 9.1  

T- P  0.13 0.12 0.041 1.3 0.20 0.23 0.15 0.098 1.6 0.34  

 < 0.00005 < 0.00005    < 0.00005 < 0.00005    0.0005  

 < 0.001 < 0.001    < 0.001 < 0.001    0.01  

 0.0007 0.0006    0.0006 0.0006    0.01  

 0.1 0.1 < 0.1 1.4 < 0.1 0.6 0.5  0.1 4.0 0.8  

MBAS  
 0.03 0.04 < 0.02 0.15 0.03  0.05 0.05  0.03 0.18 0.08  

  0.008     0.008    0.03  
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騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生す

る施設を「特定施設」といい、「特定施設」を設置する工場等を「特定工場等」

として規制しています。また、埼玉県生活環境保全条例により「指定騒音施設」

「指定振動施設」及び「指定騒音作業」を定め、騒音・振動の規制を行ってい

ます。 

また、埼玉県生活環境保全条例では、夜間にカラオケを使用する飲食店営業

からの騒音、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合の騒音についても規

制がされています。 
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3 3 5  
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 1 ⌐ ≠ↄ   

本市では、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「埼玉県生活環境保全条例（騒

音振動に係る一部）」に基づき、特定施設の設置や特定建設作業の実施、カラ

オケが設置された飲食店等による深夜営業等を行う場合の届出の際に、規制

基準を遵守するよう指導を行っています。 

また、必要に応じて測定を行い、基準が守られていない場合には改善指導を

行います。 

平成 30年度の届出受理件数は、表 3- 3- 6のとおりです。 

3 3 6   
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2 ה ─   

ふじみ野市内における主要幹線道路の騒音、振動及び交通量の現状を把握す

るため、市内 3地点を設定し、平成 30年 11月 7日（水）午前 9時から 11月

8日（木）午前 9時までの 24時間の調査を実施しました。 

道路交通騒音の調査結果を環境基準と比較してみると、調査地点 No. 1、No. 2

は昼間の時間帯と夜間の時間帯ともに基準値を上回っていました。地点 No. 3

は夜間の時間帯が基準値を上回っていました。 

要請限度との比較では、全ての調査地点、全ての時間帯で基準値を下回って

いました。 

今回の調査結果で環境基準等を超過した理由としては、測定地点である道路

敷地境界と車道との位置が近いことや朝方の大型車通過台数が多いことなど

が原因としてあげられます。 

道路交通振動の調査結果を要請限度と比較してみると、全ての調査地点、全

ての時間帯で基準値を下回っていました。 

表 3- 3- 7及び図 3- 3- 1に調査地点を、表 3- 3- 8に地点別調査結果（騒音）、

表 3- 3- 9に地点別調査結果（振動）を示しました。 

 

3 3 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

No.1 1070  254   

No.2 1696- 18     

No.3 4- 4- 2      
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3 4  

「悪臭」とは、人が感じる「いやなにおい」「不快なにおい」の総称です。一

般的に悪臭は感覚公害とも言われています。従来、悪臭苦情の多くは、畜産農業

や製造工場から発生していましたが、最近は、飲食店などサービス業から発生す

る様々な臭気が混合した複合臭による悪臭苦情が目立ち、従来の特定悪臭物質

（アンモニアや硫化水素など 22物質）の濃度を規制する方法では対応が困難な

状況が生じています。 

そのような現状から、埼玉県では従来、悪臭防止法の特定悪臭物質の濃度規制

及び生活環境保全条例による規制を行ってきましたが、平成 18年 10月 1日か

ら、人間の嗅覚に基づく臭い全体の強さで規制する臭気指数規制を導入しまし

た。 

なお、平成 19年 4月 1日から、ふじみ野市は臭気指数による規制地域となっ

ています。 

    

 
  

8 19

 
 19 8   

No.1 254  39  37  

No.2  48  38  

No.3  41  43  

2  65 70  60 65  

 No.1 2 1 65 60 No.3 2 70
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3 5   

地盤沈下は、地下水の過剰な汲み上げにより地下水位が低下し、粘土層が収

縮するために生じます。 

地盤沈下による被害は、主に直接被害と間接被害に分けることができます。 

直接的被害としては、不等沈下による建物の傾斜、ひび割れ、道路の凹凸や

橋桁との段差の発生、ガス、上下水道等の地下配管の破損、井戸の抜け上がり、

治水施設やかんがい排水施設の破損などが起こります。 

間接的被害としては、地表面と河川や排水路の水面との高低差がなくなると、

排水が著しく悪化し、集中豪雨などではもちろんのこと、少しの雨ですぐに浸

水被害が発生するなどして、日常生活や農業生産に障害が生ずることがありま

す。 

地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下の防止を目的として、「工業用水法」、

「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」

により地下水の採取が規制されています。 

埼玉県では地盤沈下の状況を把握するため、毎年、地盤沈下に関する調査を

実施しております。 

市内では、毎年 7地点において標高を測量し、これを前年の 1月 1日の標高

と比較して地盤変動状況を把握しています。(ただし、県立福岡高等学校跡地

北西側門前については、近くの工事の影響で平成 30年度は測定しませんでし

た。)  

市内の調査結果をみると平成 30年（平成 30年 1月 1日～平成 31年 1月 1

日）の 1年間における 6地点の平均変動量は- 4. 4mmとなりました。過去 5年

間（平成 26年 1月 1日～平成 31年 1月 1日）の中での最大累積変動量は年

度によっては隆起の場合もあり、ふじみ野市立三角小学校の- 1. 4mmとなって

います。 
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3 6  

「土壌汚染対策法」や「埼玉県生活環境保全条例」では、カドミウム、シア

ン化合物、鉛等特定有害物質を使用する工場・事業所等が廃止された場合には、

土壌調査を実施することや土壌汚染が確認された場合には必要な措置を講じ

ることが定められています。 

さらに「土壌汚染対策法」では、調査により汚染が確認された土地を都道府

県知事が指定し、公示するなどが定められており、「埼玉県生活環境保全条例」

では事業所の廃止などに伴う調査のほかに 3, 000m2以上の土地改変を行う場

合には、土地履歴調査の実施が定められ、土壌汚染が認められた土地の汚染

拡散防止措置等を講じる必要があると規定されています。 

ふじみ野市内では、南台 2丁目・鶴ケ舞 1丁目及び大井中央 2丁目に設置

されていた工場の廃止にともない土地の所有者が土壌の汚染状況を調査した

ところ、環境省令で定める基準に適合していない物質が認められたため、下

記の区域を埼玉県知事が土壌汚染区域として指定しました。 

 

形質変更時要届出区域 

整理番号 指定年月日 指定番号 指定区域の所在場所 指定区域の面積 
指定基準に適合しない 

特定有害物質 

整理- 21- 3 H21. 6. 9 指- 15 ふじみ野市南台・鶴ケ舞 209. 61㎡ ほう素及びその化合物 

整理- 24- 16 H25. 3. 1 
形- 37号 

(指- 64)  
ふじみ野市大井中央 37. 1㎡ 

 

六価クロム化合物 
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3 7  

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律（ＰＲＴＲ法）」は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、

事業所から環境（大気、水、土壌）へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業

所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は排出量・移動

量を集計・公表することで、事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、

化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目

的としています。 

対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状

を有するもので、環境中にどれぐらい存在しているかによって「第一種指定化

学物質」と「第二種指定化学物質」の 2つに区分されています。このうち、Ｐ

ＲＴＲ制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の 462物質です。 

 

3 ה 8 ─  

現在、市へ寄せられる苦情・相談の内容の多くは、日常生活において発生す

る問題で、公害法令の対象とならない都市生活型公害といわれるものです。 

 典型七公害（事業所等から発生する大気汚染、水質汚濁、騒音・振動・悪臭・

地盤沈下・土壌汚染）であれば、それぞれの法令に基づく規制・基準の遵守に

ついて指導が行われますが、法令等の規制対象とならない日常生活の中で発

生する近隣苦情（近隣騒音、犬の糞の置き去り、飼い主のいない猫へのえさや

り行為、敷地内へのごみの多量蓄積等）については、当事者間や地域などで解

決に向けた話し合いや取り組みなどが必要とされます。 

しかしながら、地域コミュニティの欠如、コミュニケーション不足などによ

り当事者による話し合いができず、その解決を市に対し要請する事例が増加

しています。 

このような、法令等の規制対象外の苦情・相談に対し、市が直ちに介入する

ことは法的にも困難です。このような都市生活型公害への対応は、現在の環境

行政が抱える大きな課題といえます。 

 

30        94   

ה           38  

             ╩ ╗  

─⧵ה                  56  

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/prtr/list01.html
http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/prtr/list01.html
http://www.safe.nite.go.jp/data/hazprtr/pk_prtr_search.list?sel_tbl=&all_cnt=0&page_cnt=0&radio2=jp2&radio3=order_by_name&sub1=list
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3- 8- 1   

   

       

25  20 13 18 34 2 87 

26  15 20 10 21 4 70 

27  25 15 3 42 24 109 

28  17 26 5 37 1 86 

29  7 30 4 57 23 121 

30  5 33 2 39 15 94 

 

3 9 ─  

1 ⅝ ─  

ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例（平成 17年 10月 1日条例第 117

号）に基づき、毎年、住宅地などの空き地について、現地調査を行い、雑草等

が繁茂し清潔な生活環境を保持する上で好ましい状況ではなく、かつ、そのま

ま放置した場合ごみの不法投棄や火災などが生じる恐れがある場合、土地所有

者に対し通知等により適正な維持管理についての指導・助言を行いました。 

また、空き家の不良状態に対する対応としては、「ふじみ野市空家等対策の

推進に関する条例」（平成 28年 12月 22日条例第 36号）を制定し、所有者に

対する指導・助言を行っています。 

※「ふじみ野市空家等対策の推進に関する条例」は平成 29年 4月から施行しています。 

 

 平成 30年度空き地の対応状況 

  現地確認件数 通知発送件数 

前年度指導分（経過観察） 25    9 

苦情申立分 24    21 

計 49 30 
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2  

  地域環境美化自主活動支援事業実施要綱（平成 17年 10月 1日告示第 148

号）に基づき、自治組織から選出された地域クリーン推進員が中心となって、

地域住民が自主的に公道や公園等の公共の場所のごみを拾う美化活動として、

年間を通して実施されています。市は、申請に基づき、使用するごみ袋などを

各推進委員に配付したり、集めたごみを回収するなどの支援を行っています。 

3 9 1  

 

 

 

3 fiכꜞ◒  

平成 19年度に地域環境保全及びごみ減量化の推進を目的に「ふじみ野市地

域クリーン推進員設置要綱」を制定し、ふじみ野市の全ての自治組織から 2名

の推薦を頂いて委嘱を行っています。（任期 2年） 

活動内容は、地域環境美化自主活動の実施、地域のごみ集積所やごみの分

別の点検、不法投棄などの監視を行い、その結果を巡回報告書で市に報告す

るなど地域の環境保全活動の推進を担っています。 

 

          

   kg  

24  78 7,551 10,692 

25  66 7,844 10,320 

26  83 6,192 7 , 0 10 

27  72 7,242 6 , 8 58 

28  77 8,201 7 , 5 88 

29  107 7,175 6 , 4 29 

30  104 8,081 7 , 0 68 
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4 ⱳ▬ ≡ ┘ ◐ꜗfiⱭכfi 

「ポイ捨て禁止及び路上喫煙防止」について、市民からの要望が多いことか

ら、市、市民(市民団体)、事業者との協働により、市域の環境美化とマナーの

向上を目指し、路上喫煙の禁止、空き缶、たばこの吸い殻、ガムの噛みかす等

の散乱防止の啓発事業として、平成 20年度から東武東上線上福岡駅東口周辺・

西口ココネ広場周辺において実施しています。 

このような活動を通し、駅周辺利用者や愛煙家などに環境美化を呼び掛けて

きましたが、マナー向上が図られないため、地域の皆さんや環境審議会での意

見を踏まえ、平成 23年 3月に「ふじみ野市路上喫煙の防止及びまちをきれい

にする条例」（平成 23年 3月 23日条例第 1号）を制定し、路上喫煙の制限又

は禁止、空き缶等の散乱の防止並びに建物等の汚損行為の禁止などについて必

要な事項を定めました。さらに、平成 24年 4月 1日には路上喫煙禁止区域を

指定しており、引き続き快適で良好な環境のまちづくりを目指し、環境美化に

対するマナー向上や啓発活動などを進めます。 

 

 

 

 

  

日 時 
平成 30年 5月 23日（水） 

午前 7時 30分～8時 30分 

場 所 上福岡駅東口周辺・西口ココネ広場周辺 

参加・協

力団体 

18団

体） 

（一社）東入間青年会議所、ふじみ野市商工会青年部、たばこ対

策協議会、上福岡一丁目町内会、西地区町内会、霞ケ丘自治会、

上福岡五・六丁目町内会、家庭倫理の会ふじみ野、上福岡一丁目

寿会、ふじみ野市資源リサイクル協同組合、連合埼玉朝霞・東入

間地域協議会、東入間警察署タクシー連絡協議会、日本たばこ産

業㈱埼玉支店、埼玉懸信用金庫上福岡支店、近藤建設㈱、東武鉄

道㈱ 

参加者数 115名 
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Ỏⱳ▬ ≡ ┘ ◐ꜗfiⱭכfi 

 

 

日 時 
平成 30年 11月 14日（水） 

午前 7時 30分～8時 30分 

場 所 上福岡駅東口周辺・西口ココネ広場周辺 

参加・協

力団体 

（ 16 団

体） 

（一社）東入間青年会議所、ふじみ野市商工会青年部、たばこ対

策協議会、上福岡一丁目町内会、西地区町内会、霞ケ丘自治会、

上福岡五・六丁目町内会、家庭倫理の会ふじみ野、上福岡一丁目

寿会、ふじみ野市資源リサイクル協同組合、連合埼玉朝霞・東入

間地域協議会、東入間警察署タクシー連絡協議会、日本たばこ産

業㈱埼玉支店、埼玉懸信用金庫上福岡支店、近藤建設㈱、東武鉄

道㈱ 

参加者数 103名 
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5 ─ ┘ ─  

狂犬病は、日本においては昭和 31年を最後に人が発症した事例はありませ

んが、世界的には蔓延しており海外渡航へ犬を同行させる場合は、狂犬病予防

注射とともに検疫やマイクロチップの装着などが義務付けされています。ペッ

トとしての犬の飼育は増加しており、市では、狂犬病予防法に基づく犬の登録

及び狂犬病予防注射済票等の交付事務を行うなかで登録や注射接種率の向上

を図っています。 

また、犬の飼い方をめぐる苦情、トラブル（犬の鳴き声、糞の置去り等）が

増加しており、飼い主としてのマナーや責任が問われています。今後も飼育に

対するマナー向上や啓発活動などに努めて行きます。 

 

ủ ┤∂╖  

    狂犬病予防法並びに埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき

普及･啓発事業を展開するため、埼玉県朝霞保健所、埼玉県獣医師会ふじ

み野班、富士見市、ふじみ野市、三芳町により組織されています。 

    

  ・集合狂犬病予防注射（2市 1町で 1, 859頭） 平成 30年 4月 12日～26日 

  ・犬の飼い方しつけ方教室（39名参加）     平成 31年 1月 26日 

 

 

3 9 2 ™ ─ ⁸           

 

  

年  度 登録頭数 狂犬病予防注射頭数 接種率（%） 

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

4,395 

4,327 

4,351 

4,242 

4,305 

4,303 

4,296 

4,189 

3,198 

3,189 

3,182 

3,224 

3,196 

3,127 

2,982 

2,926 

72.8 

73.7 

73.3 

76.0 

74.2 

72.7 

69.4 

69.8 
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3 9 3 ─  

 

6 ♪♇◓ꜝfi 

  「人と犬とを分離して、気兼ねなく犬を遊ばせることができる広場（ドッグ

ラン）」の設置を目的として、ふじみ野市・三芳町環境センターの敷地の一部

を活用しドッグランとして開放しています。施設の管理、運営として、施設内

の草刈りや鍵の管理などは「ふじみ野市・三芳町愛犬家協会」が行っています。 

 

7 ─  

野良猫のフン尿被害への対策として、（公財）どうぶつ基金の支援を受け、

ボランティア団体との協働により野良猫の繁殖抑制を行い、被害の拡大防止に

努めています。平成 30年度は 138匹の不妊手術を実施しました。 

 

8 ─ ┘  

「墓地、埋葬等に関する法律」では、墓地等の管理及び埋葬等が、国民の宗

教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行わ

れることを目的としており、本市における墓地経営の許可をはじめとする墓地

行政については、このような法の趣旨に基づいた上で、「ふじみ野市墓地等の

経営の許可等に関する条例（平成 22年 6月 22日条例第 22号）」を制定し、地

域的特性等を考慮し、経営主体の基準（宗教法人等の要件）、設置場所の基準

（住宅地等からの距離等）、施設の基準（緑地帯、障壁等、緑地帯その他付帯

設備）及び経営者の責務（管理運営等）を定め、指導を行っています。 

 

 

年 月 日 時 間 会 場 狂犬病予防注射頭数 

平成 30年 4月 23日 
9：30～11：30 清見第 2公園 89 

13：00～14：30 水天宮公園 112 

     4月 24日 
9：30～11：30 

福岡中央公園 
199 

13：00～14：30 58 

     4月 25日 
9：30～11：30 西ノ原中央公園 45 

13：00～14：30 鶴ケ岡中央公園        52 

     4月 26日 
9：30～11：30 亀久保区画整理記念

公園 

115 

13：00～14：30 37 

合  計       707 
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3 9 4 ─  

 

 

 

 

 

 

9  

 市民葬祭制度は、市民が葬儀を行うにあたり、「ふじみ野市市民葬祭取扱要

綱」（平成 17年 10月 1日告示第 16号）に基づき、標準葬祭用品等について

一定料金を定めた制度です。 

 具体的には、毎年度、事業者の申請に基づき、市が内容を審査し指定葬祭

業者を指定する中で、168, 000円の費用で行う葬儀内容（祭壇、木棺、霊柩

車などの葬祭用具（仏式））を定めています。このことにより、葬儀に係る費

用の明瞭化と軽減を図り、市民の生活安定と福祉の増進に寄与することを目

的としています。 

 しかしながら、利用者のニーズが多様化しており、本制度を利用しなくで

も葬儀に使う葬祭用具などを精査することによって、費用は更に減額できる

場合や、逆に標準仕様以外のオプションを含めると高額になる場合もあり、

年々利用件数が減少しています。 

 

 3 9 5 ┘  

     30  

23   76  

 

24   87  

25   82  

26   49  

27   40  

 

 

28   36 

29   36 

30   22 
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1 

48 

25 
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4  

1 ⱨ▼▪ 

10月 20日（土）に福岡中央公園において第 14回ふじみ野市環境フェアを

開催しました。 

開催テーマ及び準備いただいた実行委員会及び参加協力団体・事業所等につ

いては次のとおりです。 

【 ⱴₓכ♥ ΐ   ┤∂╖  ⌐╛↕⇔™◄◖⌂╕∟ 

       Ί⌐╪→╪∫≡™™⌂ ┼≈⌂← ∕─ Ί  

日  時 平成 30年 10月 20日（土）午前 10時～午後 3時 

会  場 福岡中央公園 

来場者数 2, 000人 

主  催 

 

 

 

 

 

 

■ふじみ野市環境フェア実行委員会（16団体、） 

【団体】花と緑部会／ふじみ野ねこの会／埼玉県生態系保護協会ふじ

み野支部／ふじみ野子どもエコクラブ／舟運ふじみんの郷／ごみ減量

をすすめる会／（一社）東入間青年会議所ふじみ野部会／おおい作業

所／ふじみ野市上福岡くらしの会／福岡中学校区青少年健全育成会／

かみふくおか作業所／新日本婦人の会上福岡支部／ふじみ野地区更生

保護女性会／生活クラブ生協ふじみ野支部／（公社）入間東部シルバ

ー人材センター／自立支援センターたんぽぽ 

 ※順不同  

■ふじみ野市 

参加協力団

体･事業所等  

（17団体） 

 

イオンリテール㈱大井店／(株)ジャパンビバレッジイースト所沢支店／

ふじみ野市資源リサイクル協同組合／大蔵屋商事(株)東松山営業所／北

関東ペプシコーラ販売(株)ふじみ野支店／東京電力パワーグリット㈱志

木支社／武州ガス㈱／連合埼玉朝霞・東入間地域協議会／埼玉県地球温

暖化防止活動推進センター／コカ・コーラボトラーズジャパン㈱／JAい

るま野農業協同組合／入間東部むさしの作業所／上野台小学校おやじの

会／ながみや幼稚園鼓笛隊／福岡中学校吹奏楽部／葦原中学校自然科学

部／ダンシングスカイ 

※順不同 
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2 ⱳ☻♃כ◖fi◒כꜟ 

環境教育の一環として、次世代を担う児童･生徒たちに、ポスターの作成を

通し、地球環境やふじみ野市の環境を大切にしようとする意識の向上を図るこ

とを目的とし実施しました。平成 30年度においてはふじみ野市・三芳町環境

センターにおいて推薦外作品を含めた全作品の展示を行いました。 

 

提出期間 平成 30年 9月 5日（水）～ 平成 30年 9月 14日（金） 

テーマ 地球環境の保全・再生、リサイクル、人と動物の共生する社会の実現を主

要テーマとし、次のとおり定めます。 

①環境問題（身近な自然や環境の破壊を防ぎ、安全・快適なまちをつくる

大切さを描こう）／②循環型社会（リサイクル・ごみの減量化について描

こう）／③ペットの飼い方等、マナー啓発（犬・猫などペットの飼い方

で、お散歩の時のフンの放置問題など飼い主に適正な飼い方をお願いす

る事を描こう。） 

応募点数等 推薦作品数  69点 

入賞作品数  16点（入賞作品は推薦作品から選ばれる。） 

○ふじみ野市長賞 岩田 虎太朗 さん（鶴ヶ丘小学校 5年） 

  ※入賞者一覧参照 

 144  

展 示 
入賞作品展示 平成 30年 10月 20日（土）の環境フェア会場にて展示。 

全作品展示  平成 30年 11月 20日（火）～3月 1日（金） 

ふじみ野市・三芳町環境センターにて展示。 

その他 ふじみ野市長賞、ごみカレンダー賞、金賞、銀賞、銅賞については 2019

年度版「家庭の資源物とごみの分け方・出し方 BOOK」に掲載しました。 

平成 30年 10月 20日（土）環境フェアにて入賞者に対して表彰式を行な

いました。 
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     小学校低学年 小学校高学年 中学校 

金賞 

 

岩澤 伶南さん 

（西小学校） 

《ふじみ野市長賞》 

岩田 虎太郎さん 

（鶴ヶ岡小学校） 

 

山口 優依さん 

（花の木中学校） 

銀賞 
李 実優さん 

（元福小学校） 

割田 真優さん 

（西小学校） 

原田 栞さん 

（花の木中学校） 

銅賞 
柿沼 大輔さん 

（西原学校） 

北山 経太さん 

（亀久保小学校） 

高村 優希さん 

（葦原中学校） 

佳作 

荻島 華稟さん 

（東原中学校） 

小林 ゆかりさん 

（駒西小学校） 

岩﨑 叶さん 

（上野台小学校） 

長沼 咲樹さん 

（西小学校） 

長澤 駿太さん 

（花の木中学校） 

宮野 磨那さん 

（葦原中学校） 

《ごみカレンダー賞》佐藤 陽音さん（花の木中学校） 
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3 ↓≥╙◄◖◒ꜝⱩ 

こどもエコクラブは、平成 7年度から環境省で実践していた「こどもエコ

クラブ」事業を、平成 23年度に公益財団法人日本環境協会が引き継ぎ、実

施しているもので、幼児（3歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境

活動のクラブです。 

子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、子どもたち

が人と環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環

境問題解決に自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げ

ることを目的としています。 

平成 30年度、市内で「こどもエコクラブ」に登録している団体は、1団体

となっています。（表 4- 1参照） 

 

 

4 1 30  ↓≥╙◄◖◒ꜝⱩ  

 

 

 

 

 

4 ◄◖ꜝ▬ⱨ  

エコライフＤＡＹとは、地球温暖化対策事業の一環として、埼玉県が実施し

ている事業で、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を削減するにあた

り、家庭から排出される二酸化炭素の排出量の削減を目的として、普及啓発す

るものです。 

省エネ・省資源など環境に配慮した 1日を送り、簡単なチェックシート(エ

コライフ DAYチェックシート)で温室効果ガスである二酸化炭素の削減量を把

握しライフスタイルを見直すきっかけをつくる事業です。 

 

 

 

No.    

1  14 22 
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5 fi♥כ◌─   

 市民に「エネルギー問題、自然環境問題（CO2）」などの知識を持って行動して

もらうことを目的に、花と緑部会の活動のひとつとして地球温暖化対策の一環

である「緑のカーテン普及啓発事業」が実施されました。 

 本庁舎 1 階への緑のカーテンの設置をはじめ、ご家庭等での緑のカーテン設

置普及のために、種から育成したゴーヤなどのつる性植物 300組（苗 600株）を

無料配布しました。また、市内の住宅や事業所などが設置、育成した緑カーテン

の写真を募集し「緑のカーテンコンテスト」を実施しました。 

 平成 30年度は 26件の応募があり、ふじみ野市・三芳町環境センターに展示

するとともに、表彰を行うなどして「緑のカーテン」の普及啓発を図りました。 

 「緑のカーテン」は、植物葉面からの蒸散作用による気化熱を利用して、建物

の温度上昇を抑える効果があることが確認されています。平成 30年度も市役所

本庁舎に緑のカーテンが設置され、暑さを遮る緑のカーテンの効果により、冷房

抑制（節電）を図り地球温暖化対策の一助となっています。 

 

 

 

 Ỏ fi♥כ◌─         Ỏ ─ ─fi♥כ◌─  

      

 

 

 

日  時 平成 30年 5月 6日（日）   

実施場所 （午前）大井中央公民館、 （午後）ココネ広場 

事業名 緑のカーテン普及啓発事業 
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6 ☻כꜚꜞ  

リユース食器を利用することにより、ごみ減量への意識向上を図ることを目

的としてリユース食器の無料貸出事業を行っています。平成 30年度の貸し出

し実績は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ⅎ↓╠╓⌐⅔↑╢  

 環境学習館えこらぼにおいて環境学習を実施し、市民の環境に対する意識の

向上を図っています。詳細については「第 6章 循環型社会の形成」の「項目 7 

ごみの減量・再資源化の推進」に記載しています。 

貸出団体数 3団体 

延べ貸出数 

深皿（アルマイト） 540個 

お椀 0個 

カレー皿 0枚 

平皿（アルマイトを含む） 1, 000枚 

大皿 0枚 

中深皿（アルマイトを含む） 1, 040枚 

はし 0膳 

トレー 15個 

利用目的 自治組織夏祭り、もちつき大会など 
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5 ─  
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5 ─  

1 ─  

都市化の進展により市内の緑は減少傾向にあります。 

緑の減少を抑制するとともに、すべての市民が健康で快適な生活が営めるよ

う自然と生活の調和した良好な自然環境を保全するため「ふじみ野市みどりの

条例」「同施行規則」に基づき緑地保護地区及び保存樹木等の指定を行ってい

ます。 

また、「公開緑地」として緑を保全しつつ市民に公開することを条件に市が

民有緑地を借上げ市民に公開している緑地が 5箇所あります。 

さらに、埼玉県指定の「ふるさとの緑の景観地」として 2箇所の指定を受け

ています。 

 

 5 1 ─  

 43  

 116,425m2 

 142  

31 3 31    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

300m2  

 

 

 

 

 

1.2m 1m  

2.5m  

10m  

25m2  
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5 2  

   m2   

No.1    2- 1930- 1 3,915 H10.7.1 

No.2    1676- 1 6,821 H19.3.31 

No.3    1807- 1 2,052 H10.7.1 

No.4    3- 1226  8,863 S62.10.1 

No.5    263- 1  31,531 S60 

※西八丁緑地の公開面積は 3, 618㎡             31 3 31  

5 3 ┤╢↕≤─ ─  

 
    

 
 

1602- 1

1697- 13

 

12.94ha S56.3.20 

 
 

703  6.51ha S59.3.31 

31 3 31  

※ 埼玉県条例「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」（昭和 54 年 3 月 15日施行）に基づ
き、ふるさとを象徴する緑を形成している地域を県が指定 

5 1 ┘┤╢↕≤─ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

254  
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2  

 鳥獣保護法（「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成 14年 7

月 12日 法律第 88号））などに基づき、鳥獣の保護を推進するとともに、鳥

獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止など、鳥獣の保

護及び捕獲の適正化を図り、もって生物多様性の確保、生活環境の保全など

に努めています。 

 

ᵑ ─  

埼玉県では、埼玉県獣医師会に委託し、傷病野生鳥獣保護診療機関とし

て県内 50 の獣医師を指定しています。怪我をした野生鳥獣を保護した場

合、指定された獣医に連れて行くと、無料で受診して頂けるなど、傷病野

生鳥獣の保護を行っています。特に春先のヒナが巣立つ時期の相談として、

道路や地面に落ちているという連絡を受ける場合があります。親鳥の姿が

見えなくてもヒナの近くで見守っていて、人間がいると近づけない場合が

ありますので、巣立ちビナについては、保護せずにすぐにその場から立ち

去るようお願いしています。 

 

ᵒ ─  

野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、鳥獣保護法により、原則禁止さ

れています。しかし、生活環境や生態系などに被害等が生じている場合や

指定された有害鳥獣などについては、県の計画などに基づいて、捕獲等を

することが認められています。ただし、目的に応じた申請及び許可が必要

となります。 

最近、市内でもハクビシン等の目撃情報が寄せられており、室内や屋根

裏などに侵入されないよう注意が必要です。 

 

ᵓ ▪ꜝ▬◓ⱴ ─  

埼玉県内のほぼ全域で、アライグマの被害発生や捕獲状況、目撃情報が

あり、家屋に侵入し天井裏を糞尿で汚される被害や農作物被害などが報告

されています。 

市内でも、アライグマの目撃情報により、はこわなを設置するなどして

平成 30年度は 4頭を捕獲しました。被害状況は庭の果樹を食い散らす、ベ

ランダの屋根に糞をするなどですが、室内や屋根裏などに侵入されないよ

う注意が必要です。 

埼玉県では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律」（平成 16年法律第 78号）に基づき、「埼玉県アライグマ防除実施計画」
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を策定し、計画的な防除対策を実施しており、本市もそれに基づき対応を

行っています。 
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 6 ─  
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6 ─  

6 1 ↔╖ ─ ┘↔╖  

1 ↔╖ ─  

ふじみ野市は、人口が増加傾向となっていますが、市民や事業者の皆様のご

協力により、ごみの排出抑制や減量化、社会経済情勢等の影響から総排出量が

減少傾向にあります。 

また、平成 21年度から、家庭系ごみは、資源物をより出しやすくするため

の新たな分別収集方法の実施、また、事業系ごみは、清掃センターへの搬入品

目の制限を行い、市民や事業者の皆様に、さらなる分別排出の徹底を行ってい

ただきました。 

平成 26年度から生ごみ処理器「ベランダｄｅキエーロ」の販売を開始し、

生ごみの減量・水切りを推進しました。さらに、平成 27年度は 1530運動を展

開し、家庭系ごみでは「毎月 15日はエコクッキングデー、毎月 30日は冷蔵庫

のクリーンアップデー」とし、事業系ごみでは「会食等で、乾杯後の 30分、

お開き前の 15分は料理を楽しみ、食べ残しを減らしましょう」、「会食四箇条」

のチラシ啓発と、飲食店の生ごみの減量を推進しました。 

平成 28年度からは、環境課で送迎バスを手配し、市内の小中学生を対象に、

ふじみ野市・三芳町環境センターの施設見学を実施し、また、同施設において、

土曜日を中心に「環境学習講座」を開催し、その中で「ごみの減量及び分別」

の協力を呼びかけました。 

平成 29年度においても、平成 28年度と同様に施設見学や環境学習講座を

継続して実施し、7月には、環境啓発及び地域住民との交流を目的とした「第

1回エコラボフェスタ」を開催しました。 

平成 30年度には、新たにスマートフォン向け「ごみ分別アプリ」の配信を

開始し、若年層にも手軽にごみの出し方について調べられるようにしました。 

また、子育て世代をターゲットにした「楽ママ＊フリーマーケット」を実施し、

リユース意識の向上を図りました。 

これらの施策により、平成 26年度は 1人 1日当たりの家庭から出るごみの

排出量が 625ｇとなり、県内全 40市のうち、ごみの少ない市第 1位となりま

した。さらに、平成 27年度は 620ｇ、平成 28年度は 604ｇ、平成 29年度は

591ｇと 500ｇ台に突入し、4 年連続でごみの少ない市県内 1 位を継続してい

ます。 

なお、資源物については、食品や総合スーパー等の店頭回収や新聞販売店の

回収等が進んでいることから一部減少傾向にあります。 
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 6 1 1 ↔╖─ ─  

 

 

6 1 1 ┘ ↔╖ ─  

 

  

105,098 105,783 106,601 107,205 107,740 108,935 110,121 111,921 112,920 113,553 114,058

28,076 27,317 26,588 26,190 26,288 26,030 26,112 25,543 25,548 25,027 24,585

17,747 17,508 16,503 16,161 16,153 16,281 16,276 16,338 16,357 16,131 16,022

2,280 2,335 2,263 2,288 2,402 2,243 2,424 2,251 2,259 2,335 2,301

6,540 6,223 6,669 6,619 6,692 6,490 6,442 6,271 6,236 5,991 5,781

1,509 1,251 1,152 1,122 1,040 1,016 970 683 696 570 481

9,069 8,489 7,892 7,432 7,330 7,467 7,499 7,660 7,588 7,284 7,346

8,647 8,052 7,562 7,197 7,149 7,302 7,317 7,483 7,415 7,116 7,110

327 338 218 122 65 58 61 65 61 72 145

95 99 112 114 116 106 121 112 112 96 91

37,145 35,806 34,480 33,622 33,618 33,497 33,611 33,202 33,136 32,310 31,931
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6 1 2 ─  

 
 

6 1 3 ꜞ◘▬◒ꜟ ≤ꜞ◘▬◒ꜟ  
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2 ↔╖  

ふじみ野市・三芳町環境センターに搬入された焼却処理対象ごみ（主にもや

すごみ）のごみ組成調査は、分別状況の把握及び焼却施設の効率的な運転管理

を行うための重要な調査です。 

もやすごみの中には、まだ資源化可能な「紙・布類」や「プラスチック・

ゴム類」が、約 80％含まれています。 

特に「紙、布類」は、約 47％と多くの割合を示しており、ちり紙や洗剤の

箱、アルミコーティングされた紙などはリサイクルできないため、この割合

に含まれていますが、本来、「資源物」として分別排出していただきたい新

聞、広告、ＯＡ紙やチラシ、お菓子の箱等も多く混入しています。今後も

「より多くの資源物」を適正に分別排出する協力を高め、「焼却時に発生する

CO2の排出抑制」や「焼却した後に発生する灰の処理費用」などを抑えること

ができるよう、分別の徹底を図っていく必要があります。 

 

6 1 4 30

 

 

※「乾ベース」とは、ごみの組成分析を行うに当たり、ごみピットに入ったごみを無

作為に採取し、乾燥させた状態をいいます。 
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6 2 ↔╖─  

1 ┤∂╖ ─ ה  

家庭系ごみを表 6－2－1のとおり分別しています。収集地域は、Ａ～Ｄの

4地域に分け、月曜日から金曜日（祝祭日含む）に決められた分別区分の品

目を午前 8時から収集しています。 

  6 2 1 ≤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǺȚ ɵ ɵ ̂ǔǵǺȚ
ȱɱɄɈɵ ɵӭ ǵ

ƲⅎףƲȿɧȵ ǹȉ

Ⱦɱɚɶɩ Ⱦɱɚɶɩ ǹȉ

ɏɁȭ ɏɁȭ ǹȉ

⁹
ƲȽȨɩƲȵɶɂƲȩɶɄ

ɱƲ ʤƲɎɁȮƲ ⁹Ǳǰ
ǹȉ

Ȇ ǵǒȚ
ǒȚ ȶɣɶȷƲ Ǳ

ǰ
Ȇ ǵǒȚᾐ ֛ ɋɁ
Ɇ

ɘɁɆɚɆɩ
ɘɁɆɚɆɩ Ʋ Ʋ
ǞȎǍȍǱǰ

ɘɁɆɚɆɩᾐ ֛ ɋɁ
Ɇ

ɵ ǓȆ
ƲȩȽɫȮƲǑ ἧǵ ƲӋ
Ʋᾏ ƲȾȢɪȭɆɟɶɩƲ

ȵɣɪɁȾɶ Ǳǰ
ǹȉ Ʋ

҃ȋȵɡɱɕɶ ǵὦᶅƲ
ǔ ǵȿɣɶɔƲǑ ἧȋɏɱ
Ǳǰǵ Ʋȷɶɏɶǵɪȶ Ʋ
ȷȿɫɶɩƲԂɏɁȭƲ ᴜɆ

ɪȢǱǰ

ɵӭ ǵ 0ᶥ

ǱȀɵɓɧȢɏɱƲɛɁɆƲ
ᶅƲȨɶɔɱɆɶȷȽɶƲ ♄
4/ʘ ǵȷɆɶɔǱǰ

Ǥǵȅȅ

Ȇ ̊ẆǵǒȚƲӋʞƲ
ɵ Ʋ ᶅƲȪɧȷǱǰ

ɵӭ ǵ

ὡǛȆ
ˏ Ʋ ̱ Ʋ Ͻ Ʋ̓
ǋ ǭɧȢȽɶƲȷɕɪɶǒȚƲ
ₑ ȪȷɚɱɗƲǒǓȆǱǰ

ɵӭ ǵ
⁸ ὑǵ 'ˏ ᾐ (

ẎǛȆ

ȷɆɶɔƲȷȫɶ ɵȷɆɁȭƲ
ǼǯȚƲǟȌǍǦȚƲʝ ǒȚƲ

ƲὤЕ Ʋὤ↨ ӓ ᴜǱ
ǰ

Ǥǵȅȅ

ǛȆƲ Ʋ ǖǡƲǳǋǗ
ȒȆƲȭɁȵɥɱƲ Ʋ Ǒȇǫ

ǶǯȒ Ǳǰ
ɵӭ ǵ

' ǜ2/bl ƲẐǜ0/bl
(

ǹȉ

ɄɪɑƲȦȠȱɱƲл ↕ɵлф
↕Ʋ ɵ ˏ ƲɏȻȱ
ɱƲȽȢɢƲȪȷɚɱɗƲɎȢ
ȭƲ ᴜ ґ Ʋȱɱȭɨɶ
ɆɵɪɱȪɔɫɁȭƲ ƲȪȻ
ɨɱ ǵ ƲɒȠɌƲ ɪɱ
ȪƲӣ ∕ ᾑ Ʋ

ְƲ ǞְƲ͛ᶅƲ Ʋᶽ
Ʋ Ʋ┴ ∕ Ʋ∕ Ʋ Ʋ

ґ Ʋ ֗ǺֿὦᶅƲ Ҳ
ᴜƲ ɑɉɶɩƲṢ ȭɫ
ȷ ƲɏȿɱȱְƲȷɫɁɆɜ
ȵɶɱƲǒȖȐƲɘɱȫ ʴ Њ
ȑ Ʋ ҵ ˗ҵ ᶅƲ˽ṤƲ
ȩɶ Ʋ ᶅǱǰ

1 ǲ0ᶥ

ʝ ὤ↨ Ỗ
ɵӭ ǵ

ɕɧȷȿɁȭ ǵǑȉǨȊƲɛɨ
ɎȯɂƲὑ Ʋ ɕɧȷ
ȿɁȭ ƲɕɧɱȽɶ ɕɧȷ
ȿɁȭ Ʋ ᶅƲɛɨȽɱ
ȭƲ Ʋ Ʋ ƲɑɅȨ
ɄɶɕƲȩȹɁɆɄɶɕǱǰ

1 ǲ0ᶥ

1ᶥ

ȉȋǜǱǋǛȆ
ὡǛȆ
ẎǛȆ

ȉȋǜǱǋǛȆ

ɵὤ ɨȳȢȭɩ ǲ ǠȒы ș ˺
ɵ ȅǦǶ Ṹↄǲ ǠȒǚǯș
ɵ ֯ ǲ ǠȒǚǯș ֯ ׀ șǛȆ֛ ȩɪɱȾɶǲ

ὦᶅӋ ̊Ẇǵ
ɕɧȷȿɁȭ

ǛȆǵ

ȉȋǠǛȆ

⁸Ǔ֞ǘЊȓȐȓǱǋǛȆ
ы ᶩ

ὦᶅӋ ɕɧȷȿɁȭ

֛ ◐֛ ὦᶅ ֛ ᶥ ֛ ḹ ֛ ǵᾍ
Ӣѝ



 

88 

2 ↔╖  

家庭系ごみはステーション方式で収集が行われており、ふじみ野市廃棄物

の処理及び再利用に関する条例及び施行規則、ふじみ野市ごみ集積所設置等

に関する指導要綱による設置基準に基づき、ごみ集積所が各地域に設置され

ており、平成 31年 3月末現在のごみ集積所設置数は、市内全域で約 3, 700

か所となっています。 

なお、新規物件に伴うものや、排出マナー等の影響から、共同住宅と戸建

住宅を分離するなどの増加があり、集積所の数は増加傾向にあります。 

 

6 3  

1 ┤∂╖ ה ☿fi♃כ 

ふじみ野市・三芳町環境センターでは、熱回収施設による焼却処理のほか、

リサイクルセンターにおける破砕、解体、選別、圧縮、積替え等の中間処理を

行っています。 

詳細については、「6－8 ふじみ野市・三芳町環境センター」をご覧くださ

い。 

 

2  

本市には、一般廃棄物最終処分場がありますが、既に 6割程度が埋め立てら

れており、平成 5年から平成 14年までで施設の使用を停止し、現在、市の最

終処分場には埋め立ては行っていません。 

焼却灰（主灰）は全量をセメント工場に搬出し資源化し、焼却残渣（飛灰、

もえがら等）は民間の最終処分場（山形県、長野県）に委託排出していました

が、ふじみ野市・三芳町環境センター稼動以降は、飛灰についても全量をセメ

ント工場に搬出し資源化を行っています。 

また、不燃物残渣（ガラス・セトモノ等）は、埼玉県環境整備センターに搬

出し、埋め立て処分を行っています。 

6 3 1  

 

施設・設備名 受入対象地域 施工年 処理能力 所在地 備考
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6 4 ↔╖ ⱨ꜡כ 

1 ↔╖ ⱨ꜡כ 

6 4 1 ↔╖ ⱨ꜡כ 

 
 

 

 

 

 

6 5 ↔╖  

1 ↔╖  

①家庭系ごみの処理体制  

本市は三芳町からの事務委託を受け、三芳町から発生する廃棄物の処理を

行っています。これにより、ふじみ野市・三芳町環境センターでは両市町の

すべてのごみの処理を行っています。 

 

 

市内で発生する事業系ごみに関して、排出事業者処理責任を基本とし、も

やすごみの中の 4品目（紙くず（包装材・事務用品等）、木くず（梱包材等）、

繊維くず（廃ウエス等）、厨芥類（調理くず、食べ残し）、その他（衛生上、

( )

β

( )

切  断：可燃性粗大ごみを前処理するために切断機にて切断します。 

積み替え：容器包装プラスチック類及びペットボトルについて、環境センターに搬入

して一時保存をしています。その後、民間業者に搬出します。 
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焼却処理が必要なもの等市長が認めるもえるごみ）のみ受け入れています。 

なお、三芳町の事業系のもやすごみについてもふじみ野市・三芳町環境セ

ンターで処理を行っています。 

 

6 6 ↔╖  

1 ↔╖  

ごみ処理費用は、下表のとおり多少の変動はあるものの減少傾向にあります。 

6 6 1 ↔╖  

 

 

2 ↔╖  

6 6 2 ↔╖  

 

 

6 7 ↔╖─ ה ─  

1  

集団資源回収とは、毎日の生活の中で資源として生かせる身の回りのものを

地域の皆さんが自主的に協力して回収し、リサイクルを進めることです。 

本市では、市民の日常から排出される一般廃棄物で再利用・再生利用できる

有価物を回収する団体に対し、報奨金を交付することにより、廃棄物の資源化

35,667,238 62,763,585 58,821,096 31,334,086 35,426,275

1,404,933,604 1,363,441,509 1,359,817,672 1,380,313,030 1,398,432,460

1,277,569,604 1,251,970,509 1,166,148,970 1,161,534,640 1,184,372,250

1,313,236,842 1,314,734,094 1,224,970,066 1,192,868,726 1,219,798,525

38,385,337,050 47,108,897,874 40,766,328,193 38,666,286,355 40,351,388,865

3.4 2.8 3.0 3.1 3.0

33,202 33,136 32,310 31,450 31,249

111,921 112,920 113,553 114,058 114,240

39,553 39,677 37,913 37,929 39,035

11,734 11,643 10,788 10,458 10,678

-
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を図るとともに、廃棄物量を抑制するため、集団資源回収を推進しています。

（旧上福岡市は平成 2年度、旧大井町は平成 3年度より実施） 

報奨金の対象品目は「新聞紙、ダンボール、アルミ缶、生きびん（リターナ

ブルびん）」の 4品目に、平成 26年度から雑がみ、布類の 2品目を加えた 6品

目とし、各団体には、回収した有価物 1kg（生きびんは 1本）当たり 5円の報

奨金を交付しています。 

平成 30年度の団体への報奨金は、自治組織（16団体）、子ども会（8団体）、

ＰＴＡ（15団体）、その他（6団体）の合計 45団体に対し、2, 193, 020円を交

付しました。 

6 7 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※生きびんはビール瓶や一升瓶などのリターナブルびんとし、1本を 1kgとして、回収量計 
に合算しています。 

 

2 ↔╖  

一般家庭から排出される生ごみを自己処理することを推進し、ごみの減量化

及び資源化による焼却量削減に対する意識の向上を図る事を目的に生ごみ処

理容器（ベランダ deキエーロ・コンポスター）を助成販売しています。 

  平成 26年度から正式導入し、平成 28年 6月からは小型サイズのベランダ

de キエーロの販売も開始し、アパート・マンション住まいの方や単身世帯へ

向けても販売促進を行い、平成 31年 3月末までに合計で 462基のベランダ de

キエーロを市内に頒布しました。 

 

 

 

 

 

 

 de   

834,792 106,477 - - 25,276 2,914 969,459 4,847,295

556,475 92,625 3,960 10,606 17,146 2,667 683,479 3,364,515

572,298 84,865 7,120 10,384 19,198 2,446 696,311 3,128,565

383,688 62,571 12,642 9,725 13,266 1,611 483,503 2,060,175

443,908 80,281 17,252 11,475 2,134 15,378 570,428 2,494,800

315,644 79,985 25,790 11,816 13,257 1,109 447,601 2,193,020
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6 7 2 ↔╖       

 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30  

 6 5 2 1 4 5 2 25 

de 

 
 59 170 73 23 

15  

22 
362 

de 

 
    44 

21 35 
100 

         

 

6 7 3 ↔╖ ─  

  

de  

85cm 95cm 50cm  
3,500  

de  5,000  

de  

70cm 75cm 34cm  
2,500  

de  3,500  

190L 

71cm 72cm  
5,000  

（平成 31年 3月末現在） 

 

3 ┘  

  本市では、小・中学生や自治組織などの市民を対象としたふじみ野市・三

芳町環境センターの見学会、土曜日を中心に開催する環境学習講座、分別・

リサイクルの流れなどを説明する出前講座等を実施しています。 

  

  

市内小学校の 4年生及び中学校の 3年生を対象に「ふじみ野市・三芳町環

境センター」の見学会を実施しました。当該施設から遠い小中学校について

は、市でバスを手配し送迎を行いました。（小学校 13校 4年生 968人、中学

校 6校 967人） 

 

ᵒ  

 環境学習館えこらぼにおいて、自然学習や 3Ｒ学習など、大人から子ども

まで参加できる講座を実施しました。  
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6 7 4       

 

 

 

参加人数

子供 大人

1 4月4日（水） 9:30～12:00ミニキエーロづくり 40 12 11

2 4月5日（木） 9:30～11:30環境センター見学会 20 9 9

3 4月6日（金） 9:30～11:30環境センター見学会 20 3 3

4 4月28日（土） 10:15～12:15ＣＤとビー玉でコマをつくろう！ 25 7 6

5 5月18日（金） 19:00～20:30えこらぼで星空教室 40 24 19

6 5月27日（日） 10:15～12:15Ｌｅｔ's　田植え！！ 40 19 17

7 6月23日（土） 9:30～10:30じゃがいも堀り&わりばしロケットをつくろう！ 20 14 8

8 7月14日（土） 10:00～16:00エコラボフェスタ

9 7月25日（水） 9:30～12:00ミニキエーロづくり 20 19 16

10 7月26日（木）  9:30～12:00　ちりめんモンスターを探せ！！ 20 18 11

11 7月27日（金） 9:30～12:00環境センターバックヤードツアー 20 10 4

12 7月30日（月） 19:00～20:30えこらぼで星空教室 40 25 20

13 8月1日（水） 9:30～12:00家具清掃体験と水鉄砲づくり 20 10 7

14 8月3日（金） 9:30～12:00環境センターバックヤードツアー 20 3 4

15 8月8日（水） 9:30～12:00果物･野菜で発電！？ 20 17 11

16 9月22日（土） 9:30～11:30牛乳パックで紙すき体験 20 18 12

17 9月29日（土） 9:00～11:00稲刈り 14 14

18 10月13日（土） 10:15～12:00「くるみの亀」と「ペットボトル風車」をつくろう 20 10 7

19 10月27日（土） 10:15～12:00泥だんごをつくろう！！ 20 23 16

20 11月16日（金） 18:00～19:30えこらぼで星空教室 40 17 17

21 12月22日（土） 9:30～12:00楽ママ＊フリーマーケット

22 12月22日（土） 10:00～10:40大根掘ったぞー！　～エコパプールにはいろう！！～ 20 15 14

23 1月26日（土） 10:15～11:45牛乳パックでガチャポンマシーンをつくろう！ 20 16 12

24 2月9日（土） 10:15～11:45ペットボトルで万華鏡をつくろう！ 20 10 7

25 2月16日（土） 10:15～11:45ペットボトルで圧力マジック！ 20 23 15

26 2月22日（金） 18:00～19:30えこらぼで星空教室 20 20 11

27 2月23日（土） 10:15～11:45サイエンスショー 50 28 19

28 3月2日（土） 10:15～11:45牛乳パックで小物入れをつくろう！ 20 8 6

29 3月23日（土） 10:15～11:45レインボー水実験 20 20 14

30 3月27日（水） 9:30～11:00バードウォッチング 20 14 9

31 3月27日（水） 13:30～15:30携帯電話を分解しよう！ 20 13 1

32 3月28日（木） 9:30～11:00天然ガスって何だろう？ 30 24 8

小計 463 328

合計 791

開催日 開催時間 講座名 募集人数
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ᵓ  

  小学校、自治組織へ分別・リサイクルの流れなどを説明する出前講座を実施

しました。 

  
5  

 

ᵔ ◄◖◒♇◐fi◓   

 ふじみ野市内の農家の方からいただいた新鮮な野菜等を使い「調理」・「食

べ切り」・「片付け」を学ぶ親子エコクッキング体験教室を行いました。 

  

  

 

4 ─ꜞ◘▬◒ꜟ  

  ごみの減量化、資源化を図るとともにリサイクルへの関心を高めることを

目的として、木製家具等のリサイクル事業を平成 21年 6月から実施していま

す。 
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  市内のごみ集積所から集められた家具のうち、まだ使える物や手を加えれ

ば使える物などはリサイクル工房に搬入され、修理や清掃を行っています。 

  また、家具の常時販売及びリサイクル自転車の抽選販売を行っています。 

 

 ○リサイクル工房 

   所在地  ふじみ野市駒林 1117 

   電 話  049- 257- 5393 

   販売日時 火曜日～土曜日 午前 9時～午後 4時 

        ※家具は常時販売、自転車は毎月第 3 土曜日の販売会時に抽

選販売 

 ○事業実績 

   販売会  13回（出張販売会 1回含む） 

   売上点数 家具：563点 自転車：99点 

   販売額  1, 627, 690円（食器類含む） 

   焼却量の削減 7, 330ｋｇ 
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6 8 ┤∂╖ ה ☿fi♃כ 

 ふじみ野市・三芳町環境センターは、「ごみ処理広域化基本計画」、「循環型社

会形成推進地域計画」に基づき、平成 25年度から新施設の整備が行われ、平成

28年 10月末から稼動しています。 

 本施設は、熱回収施設、リサイクルセンター、管理・啓発施設（環境学習館え

こらぼ）及び余熱利用施設（エコパ）から構成されています。 

本施設の特徴は、ごみの焼却時に発生する熱エネルギーを利用して発電を行

い、ふじみ野市・三芳町環境センターや余熱利用施設エコパの消費電力を賄うと

ともに、余剰電力を売電しています。さらに、エコパへは、温水を供給していま

す。 

また、浸水防止対策として、敷地全体を周囲に比べ 1～2メートル程度高くし、

浸水被害にあわないよう設置されています。さらに、震度 6 強の揺れにも耐え

うる構造で強固な施設となっています。 

仮に災害等により、電気事業者からの送電が停止されても、ごみを焼却してい

る限り発電を行っているので、施設内（エコパ含む）の電力は確保することがで

きます。 

旧施設（上福岡清掃センター）では、ごみピットの容量は 5日分でしたが、ふ

じみ野市・三芳町環境センターは 10日分と緊急時に備えた容量を確保していま

す。 

 

 
28 10 31  
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施設名称 ふじみ野市・三芳町環境センター 

所 在 地 ふじみ野市駒林 1117番地 

 敷地面積 35, 139㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設規模：71ｔ／日×2炉＝142ｔ 

  焼却設備：ストーカ式焼却炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

  
  

  



 

99 

   

項目 単位 法規制値 ふじみ野市・三芳町環境センター規制値 

ばいじん g/m3
N 0.08 以下 0.01以下 

硫黄酸化物（SOX） ppm 1,900以下   20以下 

塩化水素（HCL） ppm   430以下   20以下 

窒素酸化物（NOX） ppm   250以下   50以下 

ダイオキシン類 ng- TEQ/m3
N     1以下 0.01以下 

 

 

 施設規模：21ｔ／日（破砕・選別） 

      12. 6ｔ／日（積替え） 

      7. 9ｔ／日（保管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

  リサイクル工房、研修室、多目的室、屋上庭園 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     1  
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バーデプール（健康増進用プール）、浴室、レストラン、健康相談室、大広

間、和室、交流室、多目的室等 

 

 

 

 

 

 

 

工事期間 平成 25年 3月 21日～平成 28年 10月 30日 

契約金額 13, 073, 576, 756円 

 契約相手 日立造船・鹿島建設特定建設工事共同企業体 

 

 

運営期間 平成 28年 10月 31日～令和 13年 3月 31日 

      余熱利用施設は、平成 26年 6月 17日～令和 13年 3月 31日 

 契約金額 8, 830, 761, 865円 

      （※消費税率、物価の変動により金額は変更します。） 

 契約相手 ふじみのエコウェルズ株式会社
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 Ừ ⌐ ⇔√  
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Ừ ⌐ ⇔√  

 平成 23年 3月 11日（金）午後 2時 46分、三陸沖を震源とする東日本大地震

により、福島第一原子力発電所の電気系統が破壊され、冷却機能が失われたため、

放射性物質が周辺地域に飛散するなど深刻な原発事故が発生しました。発生源

から 200km以上離れた首都圏においても、農作物を始め、水道水や下水道汚泥

などについて放射性物質を調査するなど市民生活に多大な影響がありました。

埼玉県の衛生研究所に設置しているモニタリングポストによる空間放射線量の

連続測定をはじめとし、ふじみ野市では、公共施設における空間放射線量の測定

などの対応を行いました。 

 

1  

 ふじみ野市では、市民の皆様から市内の放射線量の状況を知りたいという強

い要望を受け、平成 23年 6月 3日から市内の学校、公園などの 9つの地点の空

間放射線量の測定を開始しました。当初、市では測定器を所有しておらず、機器

を所有している他機関などから借用し、週に 1回程度の測定を実施しました。 

 その後、平成 23年 7月 7日に簡易測定器を 4台購入し、市内小学校、市立保

育所及び、公園などの公共施設を測定しており、測定結果を市ホームページなど

で公表してきました。 

 

2 ⌐ ∆╢ ┘ ─ ⇔ 

 公共施設の空間放射線量の測定実施以降、その方法や対応についての基準が

必要になっておりました。国等においても平成 23年 10月頃から放射性物質な

どに対する法や対応マニュアルなどの整備が進み、市でもその状況を踏まえ、

「ふじみ野市放射線量測定等に関する対処指針」を策定し、平成 23年 12月 1日

から施行しました。 

 また、市民自ら、自宅周辺などの空間放射線量を測定する機器の貸し出しを望

む声が多数寄せられたことから、平成 23年 11月に貸出用の簡易測定器を 5台

購入し、平成 23年 12月 1日から市民などに対し貸出しを始めました。 

 

1 ₈┤∂╖ ⌐ ∆╢ ₉ 

 空間放射線量は、地上 5㎝で毎時 0. 23μ㏜以下とし、道路側溝では、地上 50

㎝で毎時 0. 23μ㏜以下としました。 

≪地上 5㎝の意味≫ 

 この高さの意味ですが、放射線が人体に与える影響が最も大きい部位は内臓

（臓器）と言われています。 

 地上 50㎝の高さは、子どもたちが直立した場合、内臓のほぼ中心にあたりま
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す。また、子どもたちは公園などでは寝そべって遊ぶことも想定され、この高さ

が地上 5㎝にあたるものと考えられます。市では、より安全性を考慮し、地表面

に近い地上 5㎝の値を基準といたしました。 

 

 

 また、道路沿いの道路側溝は、自動車や自転車、人が通行する場所です。子ど

もたちが遊ぶことや特に寝そべって遊ぶことも考えにくいので、実情に合わせ

て地上 50㎝にしたものです。 

 

≪目標値を超えた場合の対応≫ 

 簡易測定器による測定で、目標値を超える数値を確認したときは、より高性能

なシンチレーション式サーベイメータで再測定を行います。 

 

≪除染≫ 

 再測定した結果においても、目標値となる毎時 0. 23μ㏜を超える公共施設に

つきましては、日本放射能安全管理学会が示している「個人住宅を対象とするホ

ットスポット発見／除染マニュアル」に基づいて、放射線量を抑える除染作業を

行います。 
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2   

市では、市内に住所を有する方または市内に事業所等を有する事業者の方が

市内で空間放射線量を測定することに対して、簡易測定器（大気中の放射線量を

測定する機器）の無料貸出しを行いました。概要は以下のとおりです。 

≪貸出開始日≫平成 23年 12月 1日（木）から 

≪貸出期間≫平日の午前 9時から貸し出し、同日の午後 4時までに返却（祝日、

年末・年始は除く。また、土・日曜日の場合 午前 10時 30分から

貸し出し、同日の午後 4時までに返却となります。） 

≪貸出台数≫1回 1台（市の保有台数は 8台です） 

≪貸出方法≫電話または環境課窓口で予約をしていただき、貸出日に申請書を

提出する。（先着順ですので、ご希望の日に貸出しできない場合が

あります。） 

≪貸出・返却≫  

① 貸出日の午前 9時以降に環境課で貸し出し。 

  注意：土・日曜日は、市役所本庁舎警備室で貸し出しを行います。 

② 貸出しの際、「ふじみ野市放射能測定器貸出申請書」の記入・提出及び本人

確認を行いますので、運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票など公

的機関が発行した証明書を必ず持参して下さい。事業所の場合は、社員証も

持参して下さい。 

③ 返却は、貸出当日の午後 4時までに環境課（土・日曜日は市役所本庁舎警備

室）に直接お願いします。また、返却時に測定結果報告書の提出をお願いし

ます。 

④ 測定器は精密機器ですので、返却時に作動確認をさせていただきます。 

 

≪その他≫ 

① 貸出時に、機器の操作方法や注意事項についてご説明します。また、簡単な

説明書もお渡ししますので、これらに従った取り扱いをお願いします。 

② 貸出機器は、大気中の放射線量（ガンマ線のみ）の測定を行うものです。土

壌や水の放射性物質の含有の確認や農作物等に付着した放射性物質の測定

はできません。また、簡易測定器ですので、測定結果については、あくまで

も参考値としてお考え下さい。 

③ 機器を故障、破損、紛失した場合は、修理等にかかる実費の負担をしていた

だきますので、取り扱いは十分ご注意下さい。 
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・簡易測定器の貸出状況（平成 30年度：H30. 4～H31. 3） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

平成 30年度 0 0 1 5 0 0 3 1 1 0 1 3 15 

 

 

【 参考：過去の貸出状況】簡易測定器の貸出状況 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

平成 23年度         91 55 32 29 207 

平成 24年度 19 19 3 6 5 1 3 3 2 2 0 0 63 

平成 28年度 5 1 0 8 1 0 3 2 4 3 1 4 32 

平成 29年度 2 0 0 13 2 1 1 3 1 0 0 6 29 
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֘  ֙  

1 ⌂ ה ה  

条例・規則・要綱名 制定年月日 

ふじみ野市環境基本条例 

ふじみ野市環境審議会規則 

埼玉県生活環境保全条例によるふじみ野市に係る騒音又は振動の規制基準

等を定める規則 

ふじみ野市環境協働事業補助金交付要綱 

ふじみ野市墓地等の経営の許可等に関する条例 

ふじみ野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

ふじみ野市ペット霊園の設置の許可等に関する条例 

ふじみ野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

ふじみ野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則 

ふじみ野市廃棄物減量等推進審議会条例 

ふじみ野市一般廃棄物処理基本計画市民検討委員会条例 

ふじみ野市浄化槽法施行細則 

ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例 

ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例施行規則 

ふじみ野市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例 

ふじみ野市環境基本計画等庁内推進会議設置要綱 

ふじみ野市地域クリーン推進員設置要綱 

ふじみ野市地域環境美化自主活動支援事業実施要綱 

ふじみ野市鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書等の様式を定

める規則 

ふじみ野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 

ふじみ野市集団資源回収事業報奨金交付要綱 

ふじみ野市ごみ集積所設置等に関する指導要綱 

ふじみ野市生ごみ処理容器設置推進事業実施要綱 

ふじみ野市エコストア協力店認定推奨制度実施要綱 

ふじみ野市リユース食器貸出事業実施要綱 

ふじみ野市狂犬病予防法施行細則 

畜犬に係る登録等事務手数料免除規則 

ふじみ野市市民葬祭取扱要綱 

ふじみ野市公衆浴場近代化設備資金補助金交付要綱 

平成 19年 3月 22日 

平成 19年 7月 9日 

平成 25年 2月 18日 

 

平成 25年 4月 1日 

平成 22年 6月 22日 

平成 22年 9月 28日 

平成 31年 3月 19日 

平成 20年 12月 19日 

平成 21年 3月 31日 

平成 18年 3月 30日 

平成 25年 6月 20日 

平成 17年 10月 1日 

平成 17年 10月 1日 

平成 17年 10月 1日 

平成 23年 3月 23日 

平成 19年 10月 16日 

平成 17年 10月 1日 

平成 17年 10月 1日 

平成 17年 10月 1日 

 

平成 21年 10月 1日 

平成 18年 3月 28日 

平成 17年 10月 1日 

平成 26年 3月 31日 

平成 17年 10月 1日 

平成 20年 4月 22日 

平成 17年 10月 1日 

平成 17年 10月 1日 

平成 17年 10月 1日 

平成 17年 10月 1日 
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○ふじみ野市環境基本条例 

平成19年3月22日 

条例第2号 

附則 

私たちのふじみ野市は、武蔵野台地から荒川低地にまたがる地形を持ち、歴史的景観を残す雑

木林、ゆう水や新河岸川などの水辺空間を有する恵まれた自然環境の下で、多くの歴史的、文化

的遺産を継承し、市民の活力と英知により発展を続けてきた。 

しかし、生活の利便性や物質的な豊かさを追い求めてきた社会経済活動は、今や自然の持つ再

生能力を超える規模となり、その結果地球温暖化など地球規模の問題へと拡大し、人類を含むす

べての生物の存続基盤に深刻な影響を及ぼし始めている。 

もとより、私たちは、健康で安全、安心かつ文化的な生活を営むために、快適で良好な環境を

等しく受ける権利を有するとともに、将来の世代に継承すべき責務がある。 

ここに、私たちは、市、市民及び事業者のすべてがそれぞれの役割の下に、自主的かつ積極的

にその責務を果たし、協働することによって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を

構築するとともに、地球環境の保全に貢献していくため、この条例を制定する。 

 

第1章 総則 

（目的） 

第1条 この条例は、快適で良好な環境の確保について、基本理念を定め、市、市民（民間団体

を含む。以下同じ。）及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、快適で良好な環境

の確保に関する施策の基本となる事項を定めることにより、快適で良好な環境の確保に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全、安心かつ文化

的な生活を営むために、快適で良好な環境の確保に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 快適で良好な環境 大気、河川、地下水、土壌、多様な生態系その他の環境の自然的

構成要素を良好な状態に保持し、人の健康を保護し、生活環境を保全するとともに、歴史的、

文化的遺産とも密接に結びついた景観の形成を図り、市民の健康で安全、安心かつ文化的な

生活を営むことができる環境をいう。 

（2） 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障

の原因となるおそれのあるものをいう。 

（3） 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の

汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす

事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で安全、安心

かつ文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

（4） 循環型社会 持続的発展が可能な社会の構築を図るため、資源採取、生産、流通、消

費、廃棄等の社会経済活動の全段階を通じて、資源エネルギーの一層の循環及び効率化並び

に廃棄物の発生抑制、減量化、循環的な利用及び適正な処理を図る等、社会経済システムに

おける適正な物質循環を確保することにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷がで

きる限り低減される社会をいう。 

（5） 公害 環境の保全上の支障のうち、社会経済活動その他人の活動に伴って生ずる相当

範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化すること
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を含む。以下同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘

削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

をいう。 

 

（基本理念） 

第3条 快適で良好な環境の確保は、次に掲げる基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、推進されなければならない。 

（1） 環境の保全は、快適で良好な環境を確保し、その環境が将来の世代へ継承されるよう

に適切に行うものとする。 

（2） 快適で良好な環境の確保は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない循環型社会

を基調としたまちを目指して、市、市民及び事業者すべての者が公正かつ適切な役割分担の

下、協働して積極的に行うものとする。 

（3） 地球環境保全は、人類共通の重要な課題であるとともに、地域の環境が地球環境に深

く関わることをすべての者が自らの問題として認識し、社会経済活動及び日常生活におい

て、自主的かつ積極的に推進するものとする。 

 

（市の責務） 

第4条 市は、基本理念にのっとり、快適で良好な環境の確保に関する総合的かつ計画的な施策

を策定し、積極的にこれを実施する責務を有する。 

2 市は、市が行うすべての施策の策定及び実施に当たっては、環境への配慮を優先し、環境へ

の負荷の低減及び快適で良好な環境の確保のために必要な措置を講ずるように努めなければ

ならない。 

3 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策に市民及び事業者の意見を反映させるよう必要

な措置を講ずることに努めなければならない。 

4 市は、環境保全に関する情報の収集及び公開に努めなければならない。 

 

（市民の責務） 

第5条 市民は、基本理念にのっとり、快適で良好な環境の重要性を認識し、日常生活その他の

活動に伴う環境への負荷の低減及び自然環境の適正な保全に積極的に取り組む責務を有する。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、快適で良好な環境の確保のために必要な活動を主体的に

行うように努めるとともに、市が実施する快適で良好な環境の確保に関する施策に積極的に

参画し、協力する責務を有する。 

 

（事業者の責務） 

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、快適で良好な環境の確保のために、自らの責任におい

て、その事業活動に伴って生ずる公害を防止しするために必要な措置を講じる責務を有する

とともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。 

2 事業者は、環境に影響を与えるおそれのある土地の形質の変更、工作物の新築又は改築等そ

の他これらに類する事業を行おうとするときは、あらかじめ適正に調査、予測又は評価を行い、

環境の保全に努めなければならない。 

3 事業者は、その事業活動を行うに当たって、公害の原因となるおそれがあるものを厳重に管

理し、及び環境の状況を常時監視するとともに、公害その他環境保全に支障を及ぼすおそれが

ある事態が生じたときは、誠意をもってその解決に当たるように努めなければならない。 
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4 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の発生を抑制し、

及び資源の循環的な利用を積極的に推進し、廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物を適正に

処理する責務を有する。 

5 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に

係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよ

うに努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する

原材料、役務等を利用するように努めなければならない。 

6 事業者は、快適で良好な環境の確保のために必要な活動を主体的に行うように努めるととも

に、市が実施する快適で良好な環境の確保に関する施策に積極的に参画し、協力するように努

めなければならない。 

7 前各項に定めるもののほか、事業者は、快適で良好な環境の確保のために、市の要請する情

報の提供に協力する責務を有する。 

 

（年次報告書） 

第7条 市長は、環境の状況並びに快適で良好な環境の確保に関して講じた施策等に関する報告

書を毎年作成し、これを公表するものとする。 

 

第2章 快適で良好な環境の保全に関する基本的施策等 

第1節 施策の策定等に当たっての環境優先の理念 

（環境優先の理念） 

第8条 市は、快適で良好な環境の確保を図るため、すべての施策の策定及び実施に当たっては、

環境優先の理念の下に、環境への負荷の低減その他の環境の保全のために必要な措置を講ず

るものとする。 

 

第2節 環境基本計画等 

（環境基本計画の策定） 

第9条 市長は、快適で良好な環境の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、ふ

じみ野市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定するものとする。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（1） 快適で良好な環境の確保に関する長期目標及び総合的な施策の基本的な方向 

（2） 前号に掲げるもののほか、快適で良好な環境の確保に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるととも

に、第29条第1項に規定するふじみ野市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境行動計画の策定） 

第10条 市長は、環境基本計画に基づく施策を推進し、市、市民及び事業者が快適で良好な環境

の確保に資する行動をとるため、環境行動計画を策定するものとする。 
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第3節 市が講ずる基本的な環境施策等 

（環境基本計画等との整合） 

第11条 市は、環境にかかわる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画等との

整合性を図るとともに、環境の保全に積極的に配慮するものとする。 

 

（基本的事項の推進） 

第12条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる施策を市民及び事業者と協働して推進す

るものとする。 

（1） 大気、河川、地下水、土壌その他の自然的構成要素の保全及び回復に関すること。 

（2） 野生生物の種の保存、生態系の保護その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森

林、農地、雑木林、水辺地等における自然環境の保全及び回復に関すること。 

（3） 快適で良好な環境及び地域特性を生かした良好な景観の形成並びに歴史的、文化的遺

産の保全、回復及び創造に関すること。 

（4） 循環型社会の形成及び地球環境保全に資すること。 

 

（環境の保全上の支障を防止するための規制措置） 

第13条 市は、公害の原因になる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある

行為に関し、当該行為を行う者に対し必要な規制措置を講ずるものとする。 

 

（市民及び事業者の意見の反映） 

第14条 市は、快適で良好な環境の保全に関する施策に、市民及び事業者の意見を反映させるこ

とができるように必要な体制の整備を講ずるものとする。 

 

（調査の実施と報告） 

第15条 市は、環境の状況を的確に把握し、快適で良好な環境の確保に関する施策を適切に推進

するために必要な調査を実施し、公表するものとする。 

 

（環境監査の実施） 

第16条 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策の適正な推進を確保するため、市が行う環

境監査に関し調査研究を行い、その実施に努めるものとする。 

 

（環境監査の普及等） 

第17条 市は、事業活動が環境に与える影響について事業者が自主的に行う監査の普及に努め

るものとする。 

 

（環境管理等） 

第18条 市は、自らが環境管理（快適で良好な環境の保全に関する目標を定めた行動計画を策定

し、実行し、見直す等の一連の取組をいう。以下同じ。）を実施するために必要な措置を講ず

るように努めるものとする。 

 

（総合調整のための体制の整備） 

第19条 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策について、総合的に調整し、推進し、及び

客観的に評価するために必要な体制の整備を講ずるものとする。 
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第3章 市、市民及び事業者の参画及び協働 

第1節 参画及び協働 

（参画及び協働の推進） 

第20条 快適で良好な環境は、すべての市民の共有財産であり、市、市民及び事業者があらゆる

力を尽くすことにより確保できるものであるため、それぞれの責務及び役割を自覚するとと

もに、公正かつ対等な立場で参画及び協働して快適で良好な環境を確保するための活動に共

に積極的に取り組むよう努めるものとする。 

2 市は、快適で良好な環境を確保するための活動を市民及び事業者と共に推進するための体制

の整備に努めなければならない。 

 

第2節 環境教育及び学習の推進等 

（環境教育の理念） 

第21条 快適で良好な環境の確保に関する教育は、環境と人の活動との関係を認識すること及

び快適で良好な環境の確保について理解を深めることにより、環境に関する倫理が確立され、

学習意欲の向上が図られ、もって環境に配慮した活動が自ら実践できるように推進されなけ

ればならない。 

 

（学習の実施） 

第22条 市民及び事業者は、快適で良好な環境の確保のためには環境教育が重要な役割を有す

ることを認識することにより、自ら快適で良好な環境の確保に関する学習を主体的に行い、及

び当該事業者の従業者に行わせるように努めなければならない。 

 

（環境教育及び体験的環境学習の推進） 

第23条 市は、快適で良好な環境の確保を推進するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に

実施するものとする。 

（1） 環境教育及び体験的環境学習の推進のための施策 

（2） 環境教育及び体験的環境学習の支援のための施策 

（3） 環境教育及び体験的環境学習に関する広報活動 

（4） 前3号に掲げるもののほか、環境教育及び体験的環境学習の推進のために必要な施策 

 

（情報の提供） 

第24条 市は、基本的な環境施策を推進するため、環境の保全に関する情報の収集に努めるとと

もに、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、市民及び事業者が行う自発的な環境活動

の促進並びに環境教育及び環境学習の振興等に資するため、必要な情報を適切に提供するも

のとする。 

 

第3節 快適で良好な環境を確保する活動の促進 

（自発的活動の促進） 

第25条 市は、快適で良好な環境を確保するため、市民及び事業者が自発的に行う環境保全に関

する活動が促進されるように必要な措置を講ずるように努めるものとする。 
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（助成措置） 

第26条 市は、市民及び事業者が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全

のための適切な措置をとることを援助するため、必要かつ適正な助成措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 

（財政措置） 

第27条 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるものとする。 

 

第4章 国及び埼玉県その他の地方公共団体との協力等 

（国及び埼玉県その他の地方公共団体との協力） 

第28条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全等に関する施策の策定及び実施に当たっ

ては、国及び埼玉県その他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

2 市長は、前項の国及び埼玉県その他の地方公共団体との協力の推進に当たって、特に必要が

あると認めるときは、国及び埼玉県その他の地方公共団体に対して、意見を述べることができ

る。 

 

第5章 環境審議会 

（環境審議会） 

第29条 環境基本法（平成5年法律第91号）第44条の規定に基づき、ふじみ野市環境審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し答申するほか、必要があるとき

は、市長に意見を述べることができる。 

（1） 環境基本計画に関する事項 

（2） 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的な事項 

3 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（1） 公募により選出された市民 

（2） 学識経験を有する者 

（3） 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第6章 補則 

（その他） 

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 

（ふじみ野市環境審議会条例の廃止） 

2 ふじみ野市環境審議会条例（平成18年ふじみ野市条例第11号。以下「審議会条例」という。）



 

114 

は、廃止する。 

 

（経過措置） 

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の審議会条例第4条の規定により委嘱さ

れた委員は、第29条第4項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、委嘱さ

れたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、この条例の施行の日にお

ける前項の規定による廃止前の審議会条例第5条第1項に規定する委嘱された委員としての任

期の残任期間と同一の期間とする。 
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○ふじみ野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

平成 20年 12月 19日 

条例第 40号 

改正 平成 22年 6月 22日条例第 26号 

平成 24年 12月 21日条例第 38号 

平成 28年 9月 29日条例第 31号 

ふじみ野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成 17年ふじみ野市条例第 115号）の全部

を改正する。 

目次 

第 1章 総則（第 1条・第 2条） 

第 2章 市・市民・事業者の責務（第 3条―第 5条） 

第 3章 廃棄物の減量（第 6条―第 11条） 

第 4章 廃棄物の適正な処理（第 12条―第 24条） 

第 5章 一般廃棄物等の処理手数料（第 25条） 

第 6章 一般廃棄物処理業の許可等（第 26条―第 32条） 

第 7章 地域の生活環境の保持（第 33条） 

第 8章 雑則（第 34条―第 37条） 

附則 

第 1章 総則 

（目的） 

第 1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理

することによって、資源が循環して利用されるまちづくりを目指し、併せて廃棄物の散乱防

止等による環境の美化を推進することにより、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に

努め、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。 

（定義） 

第 2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律

第 137号。以下「法」という。）の例による。 

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。 

（2） 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 

（3） 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

（4） 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源と

して利用することをいう。 

（5） 資源物 廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。 

第 2章 市・市民・事業者の責務 

（市の責務） 



 

116 

第 3条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、分別収集の推進、廃棄物処理施設

での資源の回収等により、廃棄物の適正な処理及び再利用の促進を図るとともに、物品の調

達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量を推進

し、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。 

2 市は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進等に関して、自ら主催する環境教育及び学校教育、

社会教育その他の機会を通じて、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減

量に関する自主的な活動を支援するよう努めなければならない。 

3 市は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進等及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必

要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。 

（市民の責務） 

第 4条 市民は、家庭系廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用等により再利用

を図り、家庭系廃棄物を分別して排出し、その減量及び資源の有効利用に努めなければなら

ない。 

2 市民は、家庭系廃棄物の発生抑制、再利用の促進等及び適正な処理に関する市の施策に協力

しなければならない。 

（事業者の責務） 

第 5条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、資源として利用することのできる物の回収を

図るとともに、再利用を促進すること等により、事業系廃棄物の減量に努め、その事業系廃棄

物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

2 事業者は、事業系廃棄物の発生抑制、再利用の促進等及び適正な処理に関する市の施策に協

力しなければならない。 

第 3章 廃棄物の減量 

（市による廃棄物の減量等） 

第 6条 市は、家庭系廃棄物の収集等を行う際には、再利用を目的としてごみの分別及び収集を

行い、もって一般廃棄物の処理施設等における資源物の回収等を推進することにより、廃棄

物の減量及び再利用に努めなければならない。 

（市民による廃棄物の減量等） 

第 7条 市民は、家庭系廃棄物の発生を抑制し、再利用可能な物の分別を行うとともに、集団回

収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより家庭系廃棄

物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。 

2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を考慮し、家庭系廃

棄物の発生抑制、再利用の促進、適正な処理等及び環境の保全に配慮した商品を選択するよ

う努めなければならない。 

（事業者による廃棄物の減量等） 

第 8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合

において、その適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその
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製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないように

しなければならない。 

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用

を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければなら

ない。 

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する

法律（平成 3年法律第 48号）第 2条第 4項に規定する再生資源をいう。）及び再生品を利用

するよう努めなければならない。 

（適正包装等） 

第 9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄

物の発生抑制に努めなければならない。 

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普

及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促

進に努めなければならない。 

3 事業者は、市民の商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとと

もに、市民が包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収等に努めなければならな

い。 

（多量排出事業者に対する指示） 

第 10条 市長は、規則に定める多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者及び占有者（以下「事

業者等」という。）に対し、当該事業系一般廃棄物の再利用に関する計画の作成、当該事業系

一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。 

（履行命令等） 

第 11条 市長は、前条に規定する指示に従わない事業者等に対し、期限を定めて指示の内容を

履行するよう命ずることができる。 

2 市長は、前項に規定する命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表す

ることができる。 

第 4章 廃棄物の適正な処理 

（一般廃棄物処理計画） 

第 12条 市が、法第 6条第 1項の規定により定める一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一

般廃棄物処理計画」という。）に関し同条第 5項に規定する公表の方法は、これを告示によっ

て行うものとする。 

2 前項の規定は、一般廃棄物処理計画に変更があった場合について準用する。 

（環境センター） 

第 13条 市は、社会、自然及び地域環境の保全並びに循環型社会を実現し、廃棄物を適正に処

理し、並びに環境学習を推進するため、ふじみ野市・三芳町環境センターを設ける。 

（平 28条例 31・追加） 
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（家庭系廃棄物の処理） 

第 14条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じない

うちに収集し、運搬し、及び処分しなければならない。 

（平 28条例 31・旧第 13条繰下） 

（家庭系廃棄物の処理委託） 

第 15条 市は、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令（昭和 46年政令第 300号。以下「施行令」という。）第 4条に定める基準を

満たす者のうちから適当と認めるものに委託することができる。 

（平 28条例 31・旧第 14条繰下） 

（家庭系廃棄物の分別等） 

第 16条 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、分別の方法、排出の方法等について

一般廃棄物処理計画及び規則に定める排出方法に従い、市民相互に協力し、指定された場所

（以下「集積所」という。）へ適正に排出するとともに、その集積所を清潔に保たなければな

らない。 

（平 28条例 31・旧第 15条繰下） 

（資源物の所有権等） 

第 17条 前条の規定による集積所に排出された家庭系廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に

帰属する。 

2 市又は市が委託した者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。 

（平 28条例 31・旧第 16条繰下） 

（事業系一般廃棄物の処理） 

第 18条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、法第 6条の 2第 2

項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第 3 項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に

基づき、生活環境の保全上支障のない方法により、運搬又は処分しなければならない。 

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができないときは、法第 6条

の 2第 6項に規定する者に委託しなければならない。 

（平 28条例 31・旧第 17条繰下） 

（適正な処理が難しい廃棄物） 

第 19条 市長は、一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理施設の設備及び技術に照らし

その適正な処理が困難と認められるもの（以下「適正処理困難物」という。）を指定し、公表

することができる。 

2 市長は、前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う業者に対して、その回

収等の措置を講じるよう要請することができる。 

3 事業者は、適正処理困難物となる前の製品、容器等の製造、加工、販売等に際して、当該適

正処理困難物の回収その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

4 市民は、前項に規定する事業者が同項に規定する措置を講じようとするときは、これに協力
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しなければならない。 

（平 28条例 31・旧第 18条繰下） 

（排出禁止物） 

第 20条 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはなら

ない。 

（1） 特別管理一般廃棄物 

（2） 有害性のある物 

（3） 危険性のある物 

（4） 爆発性又は引火性のある物 

（5） 著しく悪臭を発する物 

（6） 重量又は体積が大きく、処理に著しい支障がある物 

（7） 前各号に掲げるもののほか、市の処理業務を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能

に支障が生じるおそれのある物 

2 市民は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市の指示に従わなけれ

ばならない。 

（平 28条例 31・旧第 19条繰下） 

（家庭系一般廃棄物の市の処理施設の受入基準） 

第 21条 市民は、家庭系一般廃棄物を市の処理施設に搬入しようとするときは、規則に定める

受入基準に従わなければならない。 

2 前項の場合において、市長は、当該家庭系一般廃棄物が当該受入基準に適合しないときは、

受入れを拒否するものとする。 

（平 22条例 26・一部改正、平 28条例 31・旧第 20条繰下） 

（事業系一般廃棄物の市の処理施設の受入基準） 

第 22条 市が処理することができる事業系一般廃棄物は、再利用することができない紙くず、

木くず、繊維くず及び厨芥類の 4 品目とする。ただし、規則で定める規模以下の事業所が排

出する事業系一般廃棄物については、この限りでない。 

2 前項の場合において、当該事業系一般廃棄物は、規則で定める受入基準に適合しなければな

らない。 

3 市長は、当該事業系一般廃棄物が規則で定める受入基準に適合しないときは、受入れを拒否

するものとする。 

（平 22条例 26・全改、平 28条例 31・旧第 21条繰下） 

（一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の受入基準） 

第 23条 市の処理施設に一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を搬入できる者は、規則で定

める規模以下の事業所に限るものとする。 

2 法第 11条第 2 項の規定により一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を市の処理施設に搬

入しようとするときは、規則に定める受入基準に従わなければならない。 
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3 前項の場合において、市長は、当該産業廃棄物が当該受入基準に適合しないときは、受入れ

を拒否するものとする。 

（平 22条例 26・追加、平 28条例 31・旧第 22条繰下） 

（動物の死体の処理） 

第 24条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。）は、その土

地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自らの責任において処分しなければならない。

ただし、自ら処分することができないときは、速やかに市に届け出て、その指示に従わなけれ

ばならない。 

（平 22条例 26・旧第 22条繰下、平 28条例 31・旧第 23条繰下） 

第 5章 一般廃棄物等の処理手数料 

（廃棄物処理手数料） 

第 25条 市は、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理及び動物の死体の処分に要する手数料と

して別表第 1に定める額を徴収する。 

2 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減額又は免除することがで

きる。 

（平 22条例 26・旧第 23条繰下、平 28条例 31・旧第 24条繰下） 

第 6章 一般廃棄物処理業の許可等 

（一般廃棄物処理業の許可） 

第 26条 法第 7条第 1項に規定する一般廃棄物収集業、一般廃棄物運搬業又は同条第 6項に規

定する一般廃棄物処分業（以下「一般廃棄物処理業」という。）の許可を受けようとする者は、

規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、許可証を交付する。 

（平 22条例 26・旧第 24条繰下、平 28条例 31・旧第 25条繰下） 

（変更の許可） 

第 27条 前条第 1項により許可を受けた者（一般廃棄物収集業者、一般廃棄物運搬業者又は一

般廃棄物処分業者をいう。以下「一般廃棄物処理業者」という。）のうち、法第 7条の 2第 1

項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなけ

ればならない。 

（平 22条例 26・旧第 25条繰下、平 28条例 31・旧第 26条繰下） 

（処理基準） 

第 28条 一般廃棄物処理業者は、施行令第 3条に規定する基準に従い、一般廃棄物の処理を行

わなければならない。 

（平 22条例 26・旧第 26条繰下、平 28条例 31・旧第 27条繰下） 

（遵守義務） 

第 29条 一般廃棄物処理業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1） 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。 
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（2） 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 

（3） 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。 

（4） 一般廃棄物の処理について廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46年厚

生省令第 35号。以下「施行規則」という。）第 2条の 5で定める事項を記載した帳簿を備

えなければならない。 

（平 22条例 26・旧第 27条繰下、平 28条例 31・旧第 28条繰下） 

（許可の取消し及び停止命令） 

第 30条 市長は、一般廃棄物処理業者が法第 7条の 3の規定に該当するときは、期間を定めて

その事業の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。 

2 市長は、一般廃棄物処理業者が法第 7条の 4の規定に該当するときは、その許可を取り消さ

なければならない。 

（平 22条例 26・旧第 28条繰下、平 28条例 31・旧第 29条繰下） 

（許可証の再交付） 

第 31条 一般廃棄物処理業者は、許可証を紛失し、又は破損したときは、規則で定めるところ

により、速やかに市長に届け出て再交付を受けなければならない。 

（平 22条例 26・旧第 29条繰下、平 28条例 31・旧第 30条繰下） 

（一般廃棄物処理業の許可手数料） 

第 32条 第 26条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は当該許可を受

けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際に別表第 2 に掲げる手数料を納

入しなければならない。 

（平 22条例 26・旧第 30条繰下、平 28条例 31・旧第 31条繰下・一部改正） 

第 7章 地域の生活環境の保持 

（清潔の保持） 

第 33条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清

潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられないように、相互に協力して地域の生活環境を保全す

るよう努めなければならない。 

2 前項に規定する者は、その土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの

責任で処理しなければならない。 

3 何人も、公園、広場、道路、河川及びその他の公共の場所を廃棄物等で汚してはならない。 

（平 22条例 26・旧第 31条繰下、平 28条例 31・旧第 32条繰下） 

第 8章 雑則 

（報告の徴収） 

第 34条 市長は、法第 18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事

業者その他必要な者に対し、廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。 

（平 22条例 26・旧第 32条繰下、平 28条例 31・旧第 33条繰下） 

（立入検査） 
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第 35条 市長は、法第 19条第 1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度にお

いて、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書

類その他の物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し

なければならない。 

（平 22条例 26・旧第 33条繰下、平 28条例 31・旧第 34条繰下） 

（市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格） 

第 36条 法第 21条第 3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。 

（1） 技術士法（昭和 58年法律第 25号）第 2条第 1項に規定する技術士（化学部門、上下

水道部門又は衛生工学部門に係る第 2次試験に合格した者に限る。） 

（2） 技術士法第 2条第 1項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、廃棄

物の処理に関する技術上の実務に従事した経験（以下「実務経験」という。）を 1年以上有

する者 

（3） 2年以上法第 20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

（4） 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において

同じ。）の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を

修めて卒業した後、実務経験を 2年以上有する者 

（5） 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において

衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、実務経験を 3年以上

有する者 

（6） 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに

相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、実務経験

を 4年以上有する者 

（7） 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに

相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、

実務経験を 5年以上有する者 

（8） 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに

相当する学科を修めて卒業した後、実務経験を 6年以上を有する者 

（9） 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目

又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、実務経験を 7年以上有する者 

（10） 実務経験を 10年以上有する者 

（11） 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者 

（平 24条例 38・追加、平 28条例 31・旧第 35条繰下） 

（規則への委任） 

第 37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平 22条例 26・旧第 34条繰下、平 24条例 38・旧第 35条繰下、平 28条例 31・旧第



 

123 

36条繰下） 

附 則 

この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 22年条例第 26号） 

この条例は、平成 22年 10月 1日から施行する。 

附 則（平成 24年条例第 38号） 

この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 28年条例第 31号） 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 28年 10月 31日から施行する。 

（ふじみ野市清掃センター設置及び管理に関する条例の廃止） 

2 ふじみ野市清掃センター設置及び管理に関する条例（平成 17年ふじみ野市条例第 116号）

は、廃止する。 

別表省略
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